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1原告の請求をいずれも棄却する。

2 訴訟費用は原告の負聾する。

事実及 び理 由

第1 請求

被告は,原告に対し, 1 0万円を支払え。
′

(原告は,今回は総額1 0 0兆円の-部請求であるとする。 )

第2 一事案の概要

1 事案の要旨

本件は,原告が,前橋塊方検察庁及び最高検察庁の職員がその職務を行うに

っいて故意又は過失によって違法に原告に損害を加えた等と主張して,被告に

対し,上記損害の一部である1 0万円の支払を求める事案である。

2 当事者の主張

一 晴に



(原告の主張)

別紙訴状M (第1の部分を除く。 ) ,訴状M補足説明書及びM準備書面(1)記

載のとおり。

(被告の主張)

(1)全体として記載の趣旨が明らかでないが,被告が原告に対して賠償責任を

負うという主張であれば全体として争う。事実については,原告が前橋地方

検察庁に「告訴状」 , 「告訴状Ⅲ」及び「告訴状A」ないし「告訴状L」と

題する書面等を複数回にわたって持参し又は郵送したこと,前橋地方検察庁

がこれらの書面について「犯罪事実が特定されていません」として返戻した

こと,原告が最高検察庁に平成30年8月3目付で「告訴状A」ないし「告

訴状M」と題する書面等を郵送したこと並びに最高検察庁がこれらの書面に

ついて「具体的な犯罪事実が判然としない」として返戻したことは認め,・そ

の余の事実は否認,不知又は認否の限りでない。

(2)原告の主張は不明確な点も多いが,善解すると,前橋地方検察庁及び最高

検察庁が原告の「告訴状」と題する書面等を告訴として受理しなかったこと

(受理することができる内容となるように助言しなかったことを含む。 )が

違法であり,これにより損害を被ったとして,国家賠償法1条1項に基づき,

損害賠償請求をするものと考えられる。

しかし,告訴を端緒とした捜査等によって受ける利益は「法律上保護され

た利益」ではないから,告訴が受理されること自体も「法律上保護された利

益」ではなく,告訴が受理されなかったこと(受理することができる内容と

なるように助言しなかったごとを含む。 )について,国家賠償法の規定に基

づく損害賠償請求をすることはできず,原告の主張は失当である。

なお,原告が前橋地方検察庁及び最高検察庁に持参し又は郵送した「告訴

状」と題する書面等については,担当職員が書面の内容を精査したものの,

告訴の対象となる犯罪事実が判然とせず,特定されているとは認められなか
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ったことから,前橋地方検察庁及び最高検察庁はこれを受理せず,その旨を

説明する文書を原告に送付し,原告作成の文書を返戻したものであり,これ

らの対応は妥当である。

第3 当裁判所の判断

1 犯罪の捜査及び検察官による公訴権の行使は,国家及び社会の秩序維持とい

う公益を図るために行われるものであって,犯罪の被害者の被侵害利益又は損

害の回復を目的とするものではなく,また,告訴は,捜査機関に犯罪捜査の端

緒を与え,検察官の職権発動を促すものにすぎないから,被害者又は告訴人が

捜査又は公訴提起によって受ける利益は,公益上の見地に立って行われる捜査

又は公訴の提起によって反射的にもたらされる事実上の利益にすぎず,法律上

保護された利益ではない。したがって,被害者又は告訴人は,捜査機関による

捜査が適正を欠くこと又は検察官の不起訴処分の違法を理由として,国家賠償

法の規定に基づく損害賠償請求をすることはできないというべきである(最高

裁判所平成元年(オ)第8 2 5号平成2年2月2 0日第三小法廷判決・裁判集民

事159号161頁参照) 。そして,このことからすれば,.被害者等が告訴の

受理(受理することができる内容となるように助言を受けること)によって受

ける利益もまた法律上保護された利益ではないというべきである。

上記の理は,犯罪被害者等基本法及び犯罪被害者等の権利利益の保護を図る

ための刑事手続に付随する措置に関する法律の制定,刑事訴訟法の改正による

公判手続における被害者参加制度の創設,被害者等通知制度の実施等,近時の

犯罪被害者等保護法制の整備の動向を考慮しても,∴.同様である。

そうすると,国家賠償法1条1項の適用に関する原告の主張は,それ自体失

当である。

2 また,原告が前橋地方検察庁及び最高検察庁に提出した書面の内容(甲6,

11, 15, 16, 18) ,前橋地方検察庁及び最高検察庁が原告に送付した

書面の内容(甲2へ4, 7, 10, 13, 17)及び原告と前橋地方検察庁の
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職員と’のやりとりの内容(甲1の1・2, 5の1・2, 8, 9の1・2, 12

の1 ・ 2, 14の1 ・ 2)を総合しても,前橋地方検察庁及び最高検察庁の職

員の原告に対する言動について,虚偽を用いて差別したとか,原告の抗議,被

害申出,不起訴理由の告知の要請等を無視したとか,原告の告訴を妨害したと

か,不当な発言をした等と評価することはできない。

原告の主張中には,上記職員の行為の違法を基礎付けるものとして,当該職

員又は前橋地方検察庁若しくは最高検察庁の作為義務,応答義務等を主張する

とみられる部分もあるが,いずれも原告独自の見解に基づくものといわざるを

得ず∴採用することができない。

原告の主張する「包囲網」 (原告は, 「男なら女からのSEX要求に応える

のが当然だ」 、という慣習上の偏見に基づき,これに応えなかづた原告に対し,

一貫して差別及び迫害を続け,国家機関を含む公的機関の職権を濫用して脅迫

及び隠ぺいを続ける存在を「包囲網」と主張するものと解される。 )について

も,本件全証拠を総合しても,その存在を認めることができない。

3 以上によれば,国家賠償法1条1項に基づく原告の請求は理由がなく,その

余の請求(根拠法令については,別紙訴状Mの第2の部分参照)についても理

由がないことは明らかである。

よって,原告の請求をいずれも棄却することとし,主文のとおり判決する。

前橋地方裁判所民事第2部

○○二〇

-
4

-



(別紙)

訴状M

第1 請求の趣旨

1被告は原告に対し-0万円を支払え

2・訴訟費刷ま被告の負担とする

第2 請求の原因

前橋地方検察庁・・告訴告発担当の検察官(氏名不詳)、タカハシゆ-7040-一20180331)、イチカワ、サ

トウ帥8040l一)牽最高検察庁健疑者不詳)らは、後述のように不当に告訴を妨害しました。

切迫した生命の危機や高度の事件性を無視したことは刑事訴訟法第239条2、への違反です。

っまり事件性の隠蔽であり故意または過失による適亜な手続を受ける権利の行使の妨害です。

これらは被害届20吟の「違反の性質」に記述の通り、自由権規約の各条項への違反です。・・

-百本でば告訴による適正な手続を受ける権利(日本国憲法第-3条もしくは25条)の侵害です。

更に、生命に対する権利(日本国憲法第13条)と平等権(日本国憲法第)4粂)の侵害です。 ,

これらより民法709条の二股不凍行為に当ります。

これらは私を人間扱いしない差別的取扱であり精神的に著しい屈辱を受けました。

また脅迫者達を野放しにしたことにより著しい生命の危機への恐怖が続きました。

よって、

①日本国憲法↑7条及び国家賠償法一条一項または、

②国家賠償法第4条による民法の規定(民法709条及び民法7-0条の一般不法行為責任及び民法棚

条の使用者責任)の公人への類推通風

③民法7。9条及び民法7,d条の一般不法行為責任及び民法7-う粂め使用者責任の公人への類推適用

のいずれかの選択適用に塞き、被告に対して慰謝料を請求します。

いずれも適用可能な場合は先順位から適用ねがいます。

前橋壇方検察庁の違法性

要するに,,二度瓦合理憶を示さないまま塵めて懇意的な否合理な瑚艶を続は王室.ま_した虹

なお、-.判断の合艶を示すには、..茶憲慎二覧表のよ主な形でふ.教室で示すしかな皇女軋浸す。..

これ皇道吾妻.を否定ずる剖燐を続けたこ費えよる過重な手続きを受ける凝別線行使の施毒事霜二虹

主な論点は、事件性の認識が異常であったことと、不当な妨害行為を行ったことです。

被告らが包囲網として行動したということです。

包囲網はこれまで常に一貫して、 「私を人間扱いしない対応」を続けできました。

言い換えると、そうした「ありえない対応によって私に威力を示して脅迫」し続けてきました。

っまりその無言の脅迫の意図は「どうせお前はそのうち我々の誰かに殺されるのだから、人間扱い

する必要など無い」というこ・とです。

これらの違反の類型的説明は被害届2018の違反の概要にて記述のとおりです。
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私は20丁7年3月以降これまでに、のぺ羽田以上も同庁を往訪して告訴状を提出しましたがそのたび

に差戻しされ、未だに一つも正式に受理されておりません。

彼らの隠敬の意図は訴えた内容と経過した月日が証明していると思います。

以下の工へⅣによって不当に私の告訴を妨害し:不当性を演出して包囲網の威

力を示して私の生命への脅迫を行った、こと

工私の切迫した生命の危機を無視したこと(時系列④二⑭.甲l一切

私はいくつもゐ生命への脅迫被害とそれを揮発すべき驚察組織の麻痺を訴え続けて来ました。

生命の危機は特に告訴状Bの猟銃脅迫事件において顕著であり、狙撃グループが今尚、禁猟期間中

の威嚇発砲やつきまといを繰り返しているのに、警察がその緊急通報すら完全に無視していますe

告訴状AへEは全て生命への脅迫であり、また、三県警による-貫した無視であり隠蔽です。

●検察の職責としては直接的に個人の生命の保護を求める規定は無いと思いますが、警察組織が麻痺して

いる状祝において被害を放置した場合の結果は容易に予見できたはずです。

つまり地検も言わば緊急通報を無視したのと同じ状況ですから、反射的利益を超えた生命に対する権利

(日本国憲法第は条や自由権規約第6条)の侵害です。

Ⅱ事件性の判断を回避し続けたこと燵系列④㌻⑭、串工「4)

《 肝心なのば地検には常に最新の告訴状や情報を提示してきたということです。
一∴

っまり、私が掲げた罪名と事実経過の記載内容から捜査機関.としての役牛の職権で充分に事触敦犯罪憧)

・を感知でき和まずなのにしなかつたことは故意または過失に当るということです。

_ 彼両線●り返してきました僻
圏国堕容量謹言堅固

「そのように段階分けして判断してよいという根拠はありますかれ と私が訊ねても、

「根拠は無いが、我々としてはそれを不当だとは思っていません」と彼らは繰り返して来ました。

しかし国民の生命を犠牲にして成り立つ国家はなく、・この返事にそもそも正当性はありません。

それに、主張していた包囲網の存在は公益の侵害そのものですから最優先のはずであり不審です。

さらに、彼らが私の主張や事件性を否定する根拠を示したことはこれまで二度も無いのです。

記載している時系列的事実そゐ与の串当初カ.ゝらあまり.変わっていません。

それらから予見可能性の蘭題として犯罪があると推定できたはずですb

各告訴状は森意性一覧表の通り、それぞれ単独で確信を得られるだけの懇意性を備えていますo

それらを総合した場合の包囲網実在の悉薫性を否定するのは不可能だと思います。 ∴

また、被害届20-8の中の「早急な捜査着手の要請」勘最新版にはありません)げっと前から明記してい

た通り、公益侵害を訴え、生命の危機を訴え、更には個別の違法行為の数々を列挙していましたp

これらは刑事訴訟法第之妙案2への違反に塞く告訴による適正な手続きを受ける権利の侵害です。

職責の司法官性を盾に取って捜杏機関としての自主的犯罪検知の使命を放棄したものですo

また、事件性の認識基準と告訴状としての完成基準とは本来は全く別の話のはずなのに、それを口実

にしてきたことは論理のすり替えです。

★個別に明確な違法行為とは例えば次のものです。
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∴子告訴状C)20画
王塑受取サイ之を盤重畳償貴地.盈監護艶で樋嘘地主呈二在」臆榊」酬遭遇曲愚直独韮脚理由申
付けられない」 Lしニ叫と二度までも嘘をついて雌〇

二佳遡旦蓮町8聴音」髄脳工受理嘩隈が無いと嘘をつとエ身分琵
味により告訴状の受理盟皇否上土二五五要請した型塑玲証を互当に改案して帰りました障害布山-

二珪幽曲」皇互生忠告轟A酬酬退避
旦言っても仕方が無いでしょ?」と暴言を喧草地旦撞盟主避亙基盤童盈予の回答要請を無視し」呈

た署長への取次ぎ要請も不当に無視しました繰音有」」告訴状画急通艶二王主軸軸追坦脚主潮圃園田
二臆音型阜0-.26脚成深夜の私の寝室周。でハン一夕二の合図の宣唾動と一頭0煎」旦遼通報によ臆鰯聖

っ書けた沼田署・橋本・茂木に脅迫圭主張しました侮昔有)がその後これを不当に無碍しました∩

臆Ⅲ露骨な告訴の妨害行為の数仁

一∴・ ∴一∴ これらは適正な手続きを受ける権利(日本国憲法第う3条もしくは第25条)の侵害です〇一.由帥
∴二・当性に抗議しても改めなかったこ土壁盃雌甲7、甲-0一甲-3)

問題の文面は以下の通りです。

『貴殿から送付を受けた 年 月 日付け「被害届」などと題する書面及び同日付け十告訴状」と

題する書面等を拝見しました。

告訴とは、具体的な犯罪事実を捜査機関に申告して犯人の処罰を求めるものであり、告訴をするのであ

れば具体的な刑罰法令に違反する行為について、誰が、いつ、どこで何を又は誰に対し、どのよう

な方法で、どのような行為を行ったかなどについて、できる限り特定する必要がありますo

上記「告訴状」と題する薔面には、貴殿が主張する告訴罪名ごとに「告訴事実」が記載されています

が、同事実のいかなる部分が具体的な刑罰法令に違反する行為に該当するのか不明瞭であり、犯罪事実

が特車されていません。したがづて、上記書面等は返戻します。』

検察も行政機関なのでもともと告訴状を受理しないという裁量は認められていません。

しかし形式不備が残ったまま起訴が進んでそれを増血に却下の判決を受けることは告訴人にとっても

不利益なので、何度か差戻され、都度それを受け入れて訂正し再提出しているのが普通のよう-です。

しかるに問題の差戻し文面は「どこが」について全く触れていませんし、「どのように」についても一般

論でしか書かれていません。

つまり現実問題として、どの部分が不備箇所なのか特定できない文面なので告訴状の訂正に着手で

きませんし.、毎回差し戻しまでに∴定期間が経過していることや、更には私が法的に孤立している

状況を知っていることを合わせて考えればこれは明らかにl不当な差戻しであると感じます。

弁護士に12人連続で断られ続け、私が法的に孤立無援の状態にあることや、この事実自体が充分な事件
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性であり、いずれ日弁連を告訴するづもりであることは、これまで何度も地検に伝えてありました。

それに「本当に不備があるのですか礼.と闘われても無視することは道義的に信義則違反です。

ちなみに彼らのこうした不明瞭な指摘の仕方は最初から一貫しています。

私は都度それを甘んじて受入れ、自主的な見直しによる改訂を重ねてきましたe

彼らが今白まで行っ_たのは全て形式不備の指摘ばかりであり、しかも通算でも五つ以下です。

2告辞状を不当に受畢拒否したこと(時系列⑭

20印3-庵7∵前橋地検二階において、結局二人は蓋然性について自ら旦判断を全く示さぬまま、また‾し

っも不備の指摘をしないま㌔_進級告訴状を盃脚
これは刑事訴訟法違反です。

壁堅固圏諸国圃∵国 睡弼聞∵潤墨国回国国産堅田囲墜国璽園豊国

そもそも行われた犯罪は正当に処罰されるのが社会正義であって、告訴状の数がいぐら多くてもそれは

被害者のせいではありませんから,、・それについて抗議するのは被害者虐待だと思います。

●またこれは畠直轄規約第上条.頂_決の樺利」や侵轟です。..

4 自らの告訴を妨害し隠蔽したこと(時系列⑭、軍国⑭2〇両
ることを前置きしたうえで壷掻聯堰を揖名書臆しだのに」贋に告訴告発担当・イチカワに電話を転送

\上皇上だ。イチカワにも同じ前置きしたうえで前緬地検の長を指名したのに、勝手に告訴告発担当・サ

へ∵∴ トウに転送しま’した寄

・塾生利益相反に当ると主張し検事正また畢」の検察官への取塞ぎを蜜柑したのです卦サトウは「告訴

室町後を重繰り連理要請を岨一
彼らの指擬はまるで謎掛けであり・、どの告訴状の、どの罪名,今の措拇なのかが全くわか彊せん。.

①擾出した.のは.-2書訴状と大量であり、何の手掛笠も粟ぐ全て見直す勤ま大変な労力を要します

⑧弁護士にも裏書放され、私が法的に孤立して,いる状況を彼らは知っていたこと

この㊤と②は老齢_れるべき私の特殊事情であ..り、さらに.はら

③差し戻しま_で迫毎回かなり_の預_峻期間が旛過していたことを考え独計・嘘ではありきせん彊

本当に不備がある珍です舞上と問われてなお無視することは信義則違反を超えて塵めて不審です。_

私は押印2e.の抗議において、,不備箇所の明示か、不起訴理由の通知か、事件性の認識かの三者の

択二を彼ら堤通.り.ました。〇

二具は私の.抗議を受け入れたかのように預りに_しておきながら、..そ誓三つめいずれにも全く.反論を

示さず完全に無視し、またも同じ不当な文面で羞戻しを繰り返したことは道義的に極めて不当だと

思います。

さ_らには、.最高検察庁も同様に不当な文南で羞戻しをしましたく時系列⑮悼め甲の。

検察組織としての÷貫,しだ姿勢が鮮.明であ,り共蕗を強く示唆しています。

全ての告訴状の全ての罪名に不備が集いかぎり、これらは不当な差戻し文面だと思います。

これを不当な受理拒否.と捉えるなら、刑事訴訟法第殺条や甲第坤条への違反です。

まな,不当な受理拒否に対する控制はありませんから、.これは不当な不起訴処分に分類せざるをえ

ず、. -要求したのに(甲凶暴済ですから刑譲法第砲_条体大全の理由の告知への違反です。_
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重任蛙璽隠蔽と瑳え孫主、..刑事轟護法策戦_条錐瓦__

いずれに蔓よ、信義則違反でもありますから故意ま棚避寒であり告訴鍔妨害として過重な手続を

受ける旗利く月を国憲法第18条もしくは雲盲.条).の行使の妨害でこね,

.与..._告訴状畢鎌銃費軸や被窒鍛届出を隠蔽_した.こ。と時系列虹蜜.乱.骨助

袈臆測壬後に鞄桧. :.馳.単二のオ二才誓曇二王で土ミ甘受珪蘭余し..狙馨欝迫苺件の被憲を説現した

.ところ」脅迫はともかく殺人未遂と.しては立件の金玉勘まあ玖そうで丸.杏乱の肉教主換当検察官強ま報

告してお喜ます」-〇七〇言われました。..__○ ○

垣会場所から見てふ_自分の朗象ではない,とい貴感謝まあったはぜで互。_.

-袈岬〇年ふ見ず卸三馬艶で改めて劇場健勝_告鼠を進めた上せ軸.ました於. 「秘ま接客老妻援相議員.で組・,.

貴方聴妻だ垂式な披案者ではないので私の対象で幕あい」と_断.ら丸ま..した。…,.それあら_なぜ当時工通じ

ビル内の告訴告発現当に取次がなかったのでしょ捉ま-

そもそもなぜ被毒者支援相談室に醸次がれたやで.しようかえ.

.も.し、_担菩強襲宮にも灘告-して吏ない珍だとすれ擾痛めて衣霧であ.塑_隠厳を示唆しています。.・.

また良明靭.騒互軋)の終わ塑重力で、,_Jそこに屠るのはトミザワさんですよね礼_と呼び親近だ.と.ころふ

.工私は検察虜み大尉ではない・iと答えています。..

主たら却雄花髄9,私か副詞序二の麺譲でタカハシに本館を霧あたの忠ど主な早ま_したかヲ_「

垂.○○_三般論の質閏.に娘接無く答えなかったこと上里,三助

∴ ∴一 郎幽明・馳あ間取玖通話封勲粗瑛論と・して以壬を訊ねま土だ成答えませんで-しな

《 璃ごねも告訴状の轟き方に概ね五三とな例こら.極竣工容器であ二り_隠蔽を酸く示唆上て黒まず。.,
《 《 《i

音●

.エ....叔蔑み死亡に燦長窮ま司擾解剖厳寒施主狼をよ主であるが、_二股論.と.して変死体や解剖の場合は必

〔∴ず管擬の艶絵に連絡が入る薫壊乱だとすれば埼姦地検も被疑者舞鵬昌性があると考えてよいのか?

旦...刑訴法親告姦互の通風の簑際を告訴状よ.違例にふて訊ねた-…..

要するに告訴脚調ばていな弱虫霧が捜査の過程1謀り現した場合に検察はど如二をのか詑.いう.こと.

㊥被告訴人に鞄チエしない患記官が碁犯と_後から迎明.した場合はどうするのか?、・

. ②罪名.と.して公務員職旛濫風葬.しか掲げていないが,公文薔偽造罪や脅迫罪や犯人願贋製.も後から刺明

.した場合填よう.する録かそ...烏訴人左道組を促すの.坪,..

Ⅳ私に法的示唆を一切与えようとしなかったこと

弁護士に-2人連続で断られ続け、私が法的に孤立無援の状態にあることや、この事実自体が充分な事件

性であり、いずれ日弁連を告訴するつもりであることは、これまで何度も地検に伝えてあります。

・検察の職責の根拠を答えないこと(時系列⑧、甲5)

・代替手段の提示要求に答えないこと(時系列③、甲5仁

・告訴状の適用法理に全く触れようとしないこと

検察は司法的機関でも行政機関でもあるのだから、これらは訊ねられれば答えるべきものだと思います。

つまり「もし我々の対応がおかしいと思うのなら、これこれこのよう耕箱崎用意されていますからど
●

うそご利用ください」と答えるのが筋だと思いますが、例えば以下のような不審な回答です。

・適用法理について-般論として何度訊ねても、いつも「我々からこう書けとか言えません」。

「その言えない理由とは何ですか?いわ“ゆる公訴権濫用論への警戒によるものですか?それとも別に理
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由がありますか?例えば当事者主義とか?」と訊ねでも返事をしません。

・ 「例えば今このように私の告訴状の受理を検討してくれることは、私のどのような権利を想定してい

ますか?日本国憲法25条生存種ですか?それとも-3条ですか打と訊ねても.、 「意味がわかりません」

・岬じ捜査機関なのだから警察の対応の違法性はよくわかるのではないですか?」

地検「根拠法が違うのでよくわカ子ま雪ん」

へ「どのような時に捜査の必要を認めるのですかす」 「事件性の判断基準はありますか?」

地検「お答えする筋合いはありません」

・ ,「結果論ですが、今までの不備内容のほとんどが形式不備でした。形式不備なら預かるまでもなく、

その場で見ればわかるのではないですか7ああ、今回もまた間違った書き方をしているな、・と。それなら

ばなるべく一度に全部指摘してもらえると助かるのですが目には返事無しでした。 、

・-地検「我々.としては貴方’と共同作業していろつもりはありません」

(‥ ・???これは一体どういう意味でしょうか?つもりがあろうとなかろうと、告訴が進む段階では共同

作業的な状態にならざるをえないと思いますが` ‥)

違法性のまとめ

要件① 権利または法律上保護される利益の存在

告訴により起訴独占機関に全被告訴人らの摘発を求めたのに、不当に妨害されました。

切迫した生命の危機や高度の事件性を無視したことは刑事訴訟法第之39条2への違反です。

っまり事件性の隠蔽であり故意または過失による適正な手続を受ける権利の行使の妨害です。 ・

これらは被害居2018の「違反の性質」に記述の通り、自由権規約の各条項への違反です。

日本では、告訴による適正な手続を受ける権利(日本国憲法第-3条もしくは25条)の侵害です。

更に、生命に対する権利(日本国憲法第-3条)と平等楓日本国憲法第†4条)の侵害です。

これらより民法709条の二股不法行為に当ります。

要件② ①に対する被告の加害行為 既述の通りです。

要件③. ②についての故意または過失 少なくとも過失です。 i

要件④ 損害の発生および金額 ∴

経済的辞書(法益怪事)はありません。精神的被害(法益侵却こついは甚大ですo

起訴独占機廟の不公平かつ不当な妨害により、私の恐怖感や絶望感や孤立感は当然に深まりました。 ;

要件⑤ ②と④の因果関係

脅迫や隠蔽としか説明がつかない対応により精神的被害を受けたという因果関係は明らかです。

時系列的事実経過廟の
酬弼)輸曲も社主殺A未遂と上玉過重性脚本旦聖典
容地理醐塞き皇女⊥捜し左」㊤蜘鞘.
剛していますか口上進ぜ毎回最初曲
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私は毎回: 「後で聞き直して告訴状を訂正する幽この両
案をIOO%信用しきれるはずがな岬」

臆タカハシはさ、らに「程々検察が信用できないのか山中塵も型坤ね主上左o

また、私が告訴状を読み上げようとするのを以下のように三回妨害しました。

これは提出書面の内容を録音させまいとする隠蔽の意図です。

一回目(7分過ぎ)臆園丁謹めぜわかりますから睦み上げなくて籠盤空士⊥

二回目(66分過ぎ十「始剛も脚⊥三回旦画一
困惑圃弱 国園長売病因繭認副掴圏藷 日

私が: 「包囲網の存在の蓋然性の高さはそれぞれの離富里酬潮場
合の高度の蓋然性に疑いの余地岬ま:「記載された確廟。回国堕回国堕
そこをあえて検察が判断しやすいよ子らに提示しただけである」岬
の仕事ではないのか板論は具体的に数字で示してほしい」と岬子音.

呈た、彼らはこれまで包囲露の動機を理経と主上と工五五三重幽馳僅

堅塁堕雲型国産回国圃堕堕
私は十を避止睦言何の剃こ現時点で肇定させる必要が幽
四囲開田Ⅲ田圃墜闘肥園田圏同 園堕圏臨50園圏詞圏墾聖聖堂国

③異常な返事20嘩
日立分過ぎ) 「我々が告訴状を受理しない三上 につい酬幽対立三重捜迫里重
囲掴圏圃国璽国璽壁面国璽聖国璽堅固和閉 園園閲園害週蝉脚こついて自国回国堅固墨壷壁画′帥脚本提吐出と鮭窒昼
四国圏圏胃強 闘園 圏冒 園田病圃雌撰醸圏薗醒起 語膿薩田週間囲墨壷」退址趣艦屈国璽聖堅固酬曲醐脚大輔窒昼
型坦○○と萱董越上越馳曲施蓮観軸三藍庭土意地一間圃堕壁壁画
酬醐塑鉦主題庭五速達私が訊ねると、タカハシは喧
国璽堕壁堕堕墨堅固国璽塞き童四国国璽豊国墨壷回国圃重刷亜土
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いと:廟
訊ねる.と、:タカハシは: 「それらは基本的に我々の裁量です十と答えました

’また私はこの時、 「前橋堪方検察庁の不当な対応と思われる点に刷
たが、その後これを不当に無視しました;

⑨四回白書音私が2〇両榊皮蓋直
写018と告訴状1通を被告訴人ら単利80226付簡易苫留値で不当に差戻しました哩7)直- 〃⑩20幽
「十旦告訴状を提出したら栓塞垂ら酬甲声窪ま
臆たも破った臆Iと、タカハシは私に執拗に抗議しました。 、

星間圏聞園田は詔困図回困腰圏固 閥的帽堕聾型聖国璽堕醗困閣∴潤陸棚固
く提出したいと思うのが当然であり、基本的には被害者色自由ですIと答えましたが、タカハシは全く

納得していない様子でした。

圏昭関西細 雪豊国堅聖堂堕堅固回国圏堕堕垂開田閤∴詔回国園田回腫図四閏圏陽画胴 囲

⑪五回目 私が20ゆ仰膚○○に紳輔申大手町3型所在の前椅地検-一博にて被告訴人「らに提出した被害

届抑8肇訴状早通虹的李被告師人らは抑8鵬l付簡易審留住で不当輯戻しました(里一也一刷上出願成し
⑫2。,8。72。 -3や私遮前薗塑検二階にて被告訴人らに前橋地方検鮭二告訴告発担当の不当な対応に対す

臆る坑鞋I文書(甲Il)で抗辞す盃七二⑪の捉出物をそのまま再度預かりにするも(甲由、臆臆臆∴

⑬六日目 被告斬人らはまたも同じ文面で20180731付価易青田傍で不当に嵩戻しました(甲-3」⑭中
書を三上を前歴きしたうえで前橋地検の長を指名臆したのに、勝手に年商告発担当・イチカワに屯話を転送

しました.イチカウにも同じ前置きしたうえで前橋地検里長を指名したのに、勝手に告栃告腐担当・サ

トウに転送しました汁私は貴方がた廟
しかありませんl」軸と主しな且也」 一

⑮串が劉瑳㌻付で簡易書留便で浸出.した被害届印噂と告訴状尊通等(甲均を最高検察庁磁撰者不

詳)性2唯均生位簡易書留便で不当な文面で差戻しました(甲17)。

証拠方法 醜説膳Mに報の全て

附属書類 証拠説明書Mのう′ち、甲2、甲3、申4、.甲掴7、勘〇、甲巾)3号証、

本書と被害届20-8と慈恵性一覧表をセットで訴状とし、証拠説明書Mを含め、これら頑体一式

以上
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(別紙)

訴状M補足説明書
論点を明確化すべく本書を提出します。

検察庁は、:虚偽の理由を用いて事件性の判断を頑なに回避岬合理的根拠を示すこと無

く私の緊急の生命の危機の救済の訴えを実質帥こ否定し、 ・また一方で刑事告訴の雪式性を悪用:して告訴棚
言い換えると、事件性の有無について明言せず中途半端にしたまま、私の訴えを検察の裁量の範囲

内に閉じ込め、いわゆる飼い殺し」あるいは、お釈迦様ゐ掌の状態にして来ました。

これは準起訴(付審判)手続などの控制への移行の妨害であり、特に不当な羞戻しに象徴されます。

不当性の類型としては後述の通’り、著しい信義則違反や違法行為と著しく不合理な事実を否定する

判断を重ね、私の適正な手続を受ける権利(憲法13i条)の行使の妨害しました。

これらはもちろん彼らの職務上の故意または過失によ.る不法行為です。

また不法行為であると同時に、職梅濫刷こよる隠蔽であ互私の生命への無言の脅迫です。

これらの対応はあまりに虜骨な非人問扱いであり、その点に不当性を演出して包囲網の威力を示そ

臆うとする意図が表れています。

っまり、こうした対応の違法性、つまり訴えもれた場合に勝剛
であり、通常は選択の余地はありえませんが、それらを敢えて選択し続けている点が、私限りの特

殊事情(社会的孤立状態)を見越したうえで例えば不当な判決による私の敗北等、何らかの特殊な

状況を前提にして「お前の訴えなど我々包囲網の組織力で握り潰してみせる」という無言の威力の

意図を如実に示しています。

特に起訴独占機関であるがゆえに犯罪を隠蔽した事の刑事責任は独占勘こ重いと考えます。

★全ての不法行為が、自決権の侵害に塞く、適正な手続を受ける権利の侵害です・

私の告訴状などの被害の訴えも書種の手続と捉えられますし、その手続要件つまり開題(被害)を決

定したのは私であり、それを無視した判断ないし処理では、当然に被害は解消しませんから、手続

目的を達成できない為に手続として無効であり、また手続妨害による不法行為です。

なお、自治の権利(自由権規約一条)については、日本ではあまり一般的でないと思います0

不当な対応(威力)の類型

無視

返事無や飛躍などの形式的無視iと内容的無視(先行する私の発言や提出済文茸が有りますが、いずれ

にせよ合理的根拠を示して反論するのが原則であり、これを守らないことは相手の人格否定であり、’

旦治の権利(自由権規約一条)や人間として認められる権利(憲法-3粂)の侵害であり信義則違反です。

無根 合理的な根拠が無いということであり、虚偽や詭弁も含まれます。信義出違塵です。’

抗議を無視100%故意の無視であり、著し中富義則違反です。
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職責放棄 職権濫用の十形態であり、作為義務を果たそうとしないことです。

・ゾンビ化(無視 無根 抗議を無視 職責放棄 模倣 威力 等の複合形態)

要するに」私の主張を無祝して勝手に根拠無く正当行為だと言い張り、、その不合理に抗縫してもあ

お無視して、同様の発言を延々と繰り返します. これらは信義則違反の重複であり連鎖です。抽廟の放棄です。
このようにゾンビ化とは本質的に臆は無視であり、言い換えると非人聞扱いです。・

そして、∴このゾンビ化対応を各機関が-斉に模倣して威力を示しております。

不当な発言の類型

私が初めから警察組織による隠蔽等の犯罪被害を訴えていたことや、彼らの犯罪告発義務(刑事訴訟

法之39粂2)に訴求していたことは提出書類や発言から明らかです。.

以後、本書中の引用で下記の発言類型に該当する場合は説明を省略します。

発言類型1 「捜査機関の判断には介入できないI 職責放棄 無視 無根 威力

犯罪である以上は正当業務行為ではありませんから介入できないはずはありません。

事実調査しなけ叫ま、犯罪〈人権侵犯)事実の有無を確認できず、犯罪告発義務を果たせません。

また、作為義務の中に捜査機関を例外扱いする規定は無いはずなので虚偽です’

また、私が根拠を示して訴えた違法性を根拠無く無視暦定)しています

《∴包囲網の威力を示す合言葉です。ハラグ、フクタ、トドコロ、トミオカなど

」 {発言類型2 「警察がそう判断したのだから違法性は無い子
職責放棄無視無根威力

一作為義務の中に捜査機関を例外扱いする規定は無いはずなので虚偽です。
∴

また、私が根拠を示して訴えた違法性を根拠無く無視(否定)しています

ですから、何も調査せぬまま「違法性(侵犯事実)が無い」と岬で
あり、少なくとも否定する合理的根拠を示していないので無根です。

包囲網の威力を示す合言葉です。トドコロ、トミオカなど

発言類型3 「ここは捜査機関ではない」十我々には捜査権限が無い」

職責放棄 無視 無根 無意味 飛躍 威力

・発言類型1と同趣旨と思われますが、当然に誰でも承知していることなので無意味で玩

公務員の犯罪告発義務(刑事訴訟法239条2)を果たすには、何ら五ゝの判断基準が有る写すですo

包囲網の威力を示す合言葉です。ハラグ、警視庁サトウ、トドコロ、トミオカなど

発言類型4 ・ 「それは貴方が思っているだけ」職責放棄 無視 無根 無意味 威力

私の主張を否定する意図と思われますが、お互い様なので無意味です。包囲網の威力を示す合言葉

です。タカダ、マキシマ、ハラダ、フタダ,トミオカ、前橋地検タカハシ、サトウなど

発言類型5 「それは仰害者)に言え」職責放棄 無視 無根 無意味 威力

\襲ってきた強盗と相談しろと言っているのと同-じことであり、当然に問題解決にはなりません。

包囲網の威力を示す合言葉です。ハラグ、フクダ、トミオカなど

発言類型6 「それはうちではない」職責放棄 無視∴無根 白痴化 威力

発言類型3と同趣旨と思われますが、手続目的を無視しています。 ′

包囲網の威力を示す合言葉です。タカダ:マキシマ、ハラ・ダ、フタダ、トミオカなど
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発言類型7 「侵犯性嘩法性)が無い」無根 無視 職責放棄 威力

私が訴えた懇意性を否定する合理的根拠を示していないので信義則違反であり:論理矛盾であり事

曇を否定する判断です。私に無駄な説明を繰り返させています。包囲網の威力を示す合言葉です。

セナオカ、クロイワ、タカダ、マキシマ、ハラグ、フクダ、トドコロ、トミオカなど多数

・発言類型8 「だから、何をもって?」、職責放棄 無視 無根 白痴化 威力既岬二
三

まるで子供の水掛け論です。包囲網の威力を示す合言葉です。カクタやフクダなど

犯華性の強調(公的機関の不法行為は全てが職権濫刷こよる脅迫と隠蔽です)

私が生命に対する脅迫や、その警察組織による隠蔽を訴えていたこと、無視すればその被害が解消

しないことは予見可能性として明らかであり、故意は必然的に推認されます。

まず、判断が職責に照らし著しく不合理であり、その異常性に権威要件的故意が認められます。

次に、正当性を欠いていることから違法性阻却事由が無く、責任要素としての故意も認められます。

隠蔽の証明方法(懇意健二覧表の活刷

彼らの対応は、態様として隠蔽であり、それを証明するのは簡単です〇・

嘩申質草や時のです。 ,
彼らは事件性を否定したはずですから、合理的根拠が示せなければ嘘になります。 、

十・∴正攻法として千の謀を並べるよりも言れが最も単醐翻り言い逃れしにくい方漣±o
故意を示唆するもの

特に抗議されでもなお無視して廟ます。
公的機関による燭藤は、基本的に手続の妨害であり、必然的に職権澄用を伴いますから、あえて職

権濫用の故意を証明する必要は無いと思います。

隠薩についても、異常な判断で事件性を否定すれば当然に隠疎する結果となりますから∴あえて隠

蔽の故意を証明する必要は無いと思います。

また、、隠蔽は、その性質上、意思の表明を秘匿するものですが、まれに隠蔽の意図を示すかのよう

な発言が見られることが有ります。これは、その発言の直接的意味に関わらず、実質的に何らかの

威力を示唆す’る意図と見てよいと思います。

問題は盈迫の故意ですが、警察ばその特殊な職責に伴う予見可能性に塞く危険回避義務により、

生命に対する脅迫被害を無視した場合などば行為と結果の両面から、故意が推定される勧こ、不

真性不作為犯に当るので故意の辞明は不要と思います。

警察以外の場合には、基本的に故意の立証が必要であると思いますが、それは対応の異常性が証明

しており、もし脅迫とまで言えないとしても少なくとも何らかの威力です。

★包囲網の意図の推定

包囲網の生い立ちから考えると、ごく初期の主な意図は仕掛ける為の翁壁にあったと思われます。

それが次第に威力による強要に変わり、被害届2009の頃には、威力による報復が常態化しました。

それが現在まで続いていると思われます。

i現在でも、個々の不法行為から脅迫の意図の内容や害意の対象を特定はできにくいですが、露骨な

不当性は少なくと臆も何らかの威力を示廟
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つまり「お前の訴えなど我々包囲網の威力で握り潰してみせる上という意図としか解釈できま互生

そしてその威力の全てが、 2009年の脅迫殺人と2015年の猟銃脅迫事件を起源として、常にそれらを

念頭に置いて行われていると推定されること、つまり包囲網としての模倣または派生と推定される

田圃困 閤園田田園圏田園閉園塑閏悶宣図 回堅固壁悶堅睦 困圏 ∵

これらの犯行予定を共有していたという意味で極めて多数の鄭轄"ゐ存在が推定されます。

その威力の意図が、例えば裁判の妨害や不当な判決の形だとしても、包囲網が摘発されない限りは、

告訴状H(出荷)の価格操作のような営業妨害が続くので、早晩、経済的生活難に陥るのは避けられま

せんから、結果的に全てが生命に対する害意と謝i

私としては、その無言の脅迫の意図は音「我々は描画必ずお前を叔母や猪のよ:うに殺す

剛ぞ十という意図だと考えて来ました〇
・ ′

★対応の異常性(露骨な不当性)こそ威力の証左です

即返しになりますが、従来から主張しているように、壷一旦主な噛応を敢えて行ってみせること

ばる脅迫効果の演出です。当然ながら不当性(異常性)欄と思います。

検察の職責に塞く適用法理

基本的には事件性の輔の異常であり、刑捕縄第23勺条2(公蔑見璽犯罪告発鶉)二の撃と
’考えます。いずれも告訴の妨害であり、 ・事件事務規程第3条や刑事訴訟法第230、 261条違反です。

二★各人共通の不法行為(最高検察庁・被疑者不詳とトミザワを除く)
(説明)証拠にしている会見は全て告訴涙提出の為の往訪ですからヾ毎回の主張の前提となる書面が

必ず存在します。各事件の焦点はこれらの書面に端的に記述しておりますo

これら(は読み上げようとすると必ず彼らに止められるため、あまり録音には残っておりません。

また∴告訴告発担当は常に二人一組で受付します。発言者は大概どちらか一人が中心ですが、もう

-人もほぼ同じ意図で対応しているのが端々から、あるいは事後的にわかりますo

タカハシ、イチカワ、サトウらは検察事務官であり権限も激しく違いますので、上司には毎回報告

しているという彼らの発言岬5反P18下など)が真実である限り、各人共通の不法行為の全般に亘

り、中心となっ,て意思決定したのは告訴告発担当検察官低名不詳)だと思います。

各人共通の不法行為工とⅡに共通の要件事実(詳しくは後述の各反訳書からの弓)属の通り)
タカハシ、イチカワ

タカハシ、イチカワ

五
㌧
詩

1 ∴20171031 14:57(甲l)会見・対象者‥告訴告発担当の検察官(氏

2 _20180216 15:00(甲5)会見 対象者:告訴告発担当の検察官抵

臆主音臆臆印180409ユ4:58(甲9)臆会見 対象者:告訴告発担当の検察官(氏名不詳)、サトウ、イチカワ・

4 120180720 13:23(甲12)会見 対象者:告訴告発担当の輪姦官(氏名不祥)、サトウ、イチカワ.

5 20180802 10:30(甲14)通話 対象者;告訴告発担当の検察官(氏名不詳)、.サトウ、イチカワ

工.虚偽を用いて事件性の判断を回避し続けて事件を隠厳し、私旦申出(告訴)を妨害したこ

土時系列④∵⑭、甲工へ十4)

対象者揃橋地方検察庁・告訴告発担当検察官、タカハシ、イデカワ、サトウ

(説明)検察は告訴状の不備を口実に「まだ事件性を判断する段階ではない」 (時系列⑧ほか、甲5ほ

か).との発言を多用し、告訴状の完成基準の事件性の認識基準への論理のすり替えを行って事件性の

判断を回避して来ましたが、私が生命の危機と警察組織による隠蔽を訴えていたのは明らかであり、
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また、国民の生命を犠牲にして成り立っ国家はありえないことから、この発言は虚偽です。

特に生命に対する権利(憲法13条)の侵害でもあります。・

Ⅱ 充分に事件性が感知しうる状況にありながら、著しく不合理な事実を否定する判断を続

一腹事件を隠醸し私の申出(告訴)を妨害したこと(時系列④へ⑭、甲へ14)

・対象者:前橋地方検察庁・告訴告発担当検察官、タカハシ、イチカワ、サトウ

(説明)上記1の観点を除いて考えても、提出書類や説明から、事件性は感知できたはずだというこ

とです。この主張は2017年Il月以降、被害届2018の了早急な捜査着手の要請」蘭で常時掲げてお

りました。事件性の焦点は特に被害届2018と懇意性一覧表に集約されています。検察は包囲網の存

在を信じない事で個別告訴状の事件性を否定したと推定されますが、怒意性一覧表の全焦点を総合

した場合の包囲網実在の高度の恋意性を否定するのは不可能だと思います。

これらの不当性の法的評価については既提出の通りであ・り、要点のみ触れますが、 ①訴えた内容(包

囲網による加害)自体が公益の侵害である事、 ②生命の危機の緊急の救済を訴えていた事、 ③露骨な

手続妨害であり正当業務行為とは言えない事、などから反射的利益を超えた生命に対する権利(串本

国憲法第工3条や自由権規約第6条).の侵害です。つまり公益優先論は通用しません。

検察の職責として直接的に個人の生命の保護の規定は無いと思います。しかし警察組織による隠蔽

っまり暫察機能の麻痺を訴えており警察の職責も重ねて期待される状況に有ったのは明らかですか

ら、予見可能性に塞く結果回避義務違反ですこなお、告訴状は最高検に提出したものが最新版です。

Ⅲ 私が提出した告訴状を不備箇所が特定できない毎回同じ文面で計6回連続で差戻した

こと。また、それに何度も抗議したのに、なおも無祝して繰り返し、私の申出(告訴)を妨害

上たこと 対象者:前橋地方検察庁・告訴告発担当検察官、タカハシ、イチカワ、サトウ

各人共通の不法行為血の要件事実(時系列⑤へ⑨、⑪一⑬、甲2へ甲7、甲10へ甲13)験にて提出、嘩
譲にて提出、20180130付郵送差戻(被害届2018と告訴状5通

桧にて提出、柳180208付郵送差戻(被害届2018と告訴状l遍

さにて書面(甲6)で抗議

桧にて提出、20180226付郵送差戻(被害届2018と告訴状・l通

輪で提出、20180531付郵送差戻(被害届2018と告訴状12通

1 ①一回目(甲2)2017111415二00前極上

2 め二回早伸3)2018bl1715調前轍

も,⑦三回屈伸4〉20180205 15:00前橋士

(㊦20180216.15:00噴く甲5)前橋地j

4: (帥
5 ⑪五回臣(甲9)2018040914:58前橋珪

申15)。

⑫20180720 13:23(甲12)前橋地検にて書面(甲11)で抗言

6 ⑱六回目(甲,13)20180720 13;納前橋地検で提出、 20180731付郵送差戻(被害届2018と告訴状12通

二申15)。

(説明)この文面は、漠然とした不備箇所が特定iできない(どの告訴状のどの罪名か)指摘なので、告

訴状の修正に着手できません。

『上記「告訴状」と題する書面にば貴殿が主張する告訴罪名ごとに「告訴事実」が記載されて

いますが、同事実のいかなる部分が具体的な刑罰法令に違反する行為に琢当するのか不明瞭であり、

犯罪事実が特定されていません。したがって、上記書面等は返戻します。卦だけです。

これに加えて以下の事情がありました。

」上し何度も擬しを上里重し里見且出土且磐_埴.ど疫に」避珪なかった重は著上せ上値壷屋瞳反です
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つまり、本当に不備が有るのか?との問いすら無視したということですc

不備箇所が特定できないという指滴の通りである事は、すぐ確認できるはずなのに、また手続妨害

に当ることは自明のはずなのに、一体どういうつも、りなのか?たいへん不気味です。

捜し毎回羞ユニ戻しまでや寵臣勘馳連なりや日数登後退して土屋婁.

1宣塊埋り竣特薙事塩を無想した婁

A 膨大な曇の訴えであること低塩轟越し延べ絶釦峻葬名)

伍の手掛りも無地金工見直す飽き太変な労力の無駄であり謎拙技輩出工事

B 法弛⊆孤立」∠ている鼻悟を承知してい五二と(弁護士11人連続で引受拒否された事件性、甲5反

印4上など)

ェま_也総合すれば」室賀抱に」受理壌土壇虫を告知しない違法な受理拒否です。

☆事件事務規程より抜粋 第l章事件の受理(受理手続を行う場合)第3条 事件の受理手続

は,次の場合に行う。 (4)検察官が告訴告発,自首又は請求を受けたとき。

☆刑事訴訟法より抜粋 第230条 犯罪により膏を被った者は∴、告訴をする-ことができる。

なお、検察庁による不当な告訴状受理拒否への控制は無いので、不当な不起訴処分に分類せざるを

えないと思いますが、この理由の通知要求を無視した事(甲12)は、刑訴法261条違反です。

またこの羞戻しは、露骨な不’当性を敢えて繰り返してみせるのが包囲網の威力の特徴である、とい-

う私の持論(被害届2018など)を承知の上で敢えて実行してみせたものであり、検察庁の無言の脅迫

の意図は鮮明です。Ⅳ_両耳
土山 対象者葡橋地方検察庁・告訴告発担当検察官、イチカワ、サトウ

適法への期待可能性が無いのでつまり.、きちんと他部署に引き継ぐことが期待できないので他部

署への取次ぎ(内部牽制)を求めていたのは明らかであり∴また捜査機関に内部牽制の体制(窓、口)が

無いことは考えられませんから、我々以外の窓口は無い、というのは虚偽み発言と思われます。

★個人別の不法行為

上記の各人共通行為の他に、補足すべき不法行為要素がある場合に以下に列挙します。

最高検察庁・被疑者不詳の不法行為

1私が20180803付で簡易書留にて提出した被害届2018と告訴状胆道(甲15十甲16)を

却180814付で簡易書留で不備箇所が特定できない文面で差戻し私の申出を妨害したこと(時

系列⑮、甲17)

上離弛止貴殿班作成上でた文書生し土佐的な犯罪喜怒判然呈上÷ないことかち」返戻上皇刺と_轟

掻地検よりも更に漠然とした表現上をっエ埴生生る憂上二二虹・_盃備箇所葦特定でき毒せ五一

畳出道に電話でセ∠兜こ薗種麹搬盃当蛙を薗遡濱で圭と」主星_告訴状地主謹組に謹運上イエゴ上る

重ねらし勤窪地検め対応を踏襲したを五二重畳継的理香当な文面にした剣瑚_ら瓦です乙_こね

蛙重壁的堪既述㊨各人基通り盃盤危為皿こ当る行為です蛮⊥論理的出島_ L地皿薗橋塑険と国

土意図を伴土工いる重鎮彊推定され善玉_

前橋控方検察庁・被害者支援相談員のトミザワの不法行為

1 20150501午後の前橋地検・1階中ピーでの面会による私の猟銃狙撃脅迫事件(告訴状も)
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臆の被害申出を隠蔽し告訴を妨害したこと壁系列0∴甲-8、甲19)

事前に予約して往訪し被害を説明したところ、 「脅迫はともかく殺人未遂としては立件の余地はあり

函顕困 ∴ 囲囲開園国 同園園語間聖堂薗 堕聖醒国璽言
上説明し面会場所か土足で己三重暗愚で白銀韮韓哩対象里圭なりと止ま認越はあっ_たはぜですい

2017年3月下旬に電話で改めてこ_の件の告訴を進めたいと申出ましたが、 「私は被害者支援相談員で

あり、貴方はまだ正式な被害者ではないので私の対象ではな同と断られま上玉一

躍埋しそ池登玉_な堂当時」血じ尊と由り告訴告発担当上蔀蛾な五つ主監でしょう輩二そもそも最初璽

麗報も_なぜ被塞者支援相談塾重盗獲れた盈でしょう五重_もし」盟主検察官にも艶して担辿哩だ

まま池鞠春暖埋信義則違反で嵯虻」塵みて奄馨であサ隠魅を示唆土工寝ます虹

2017103ユ14萄7(甲ユ反P18下)T, 「あそこに居るのはトミサワさん里土よね?lと呼び掛けたとこ

ろ、 「(:トミザワ)私は検察庁の職員じゃないので岬∵

土讃甥しこ聖よう瓦私の呼び既出こ答えて 生地如哩妙弛み卓也重曇既知で昼勤査証盟とてい

主五二善を壁孟頓挫ら桧寧百二偲委任追及に遮及さ連ま互とする農園埠鮮哩で玉「

20171025 16萄9(甲19)私から同庁のタカハシへの通話で本件の辞退を訊ねたのに返事が有りません。

」謎凱土女さまこのヒミサワみ隠確醜ゝ妙萱佳性だ土盛りま吐_ _職責放塞一塞趨〇度施

甲1号反約書より抜粋(対象者富訴告発担当の検察官,タカハシ、イチガワ、トミ_ザワ)

反高上(タカハシ)イマイさん、今印まどうなんです、録音はしてるんですか? く私)えらえと、それなん

ですけども、あのう、響視庁が、往訪によってサウダ氏にあの、被害の届出をした事実を前面否認して

おりまして、 反Pi上(タカハシ汚うんと、今∴録音してますか?録音機で (坤それに関して

ご説明申し上げてます。捜査機関が、往訪に去る被害の届出を全面否認しておりまして、まあ、そうい廟いかないもんですから、
同じ捜査機関と、して。そう.いう事情が有りますもんで録音をお許しいただきたいんですが? 反面

上(タカハシ)録音しているということでいいんですか? (私)はい、 反円上(タかシ)その、検察

庁も信用ならないか岬遡壮士を至を二シ妙盃施行狂一理責放棄∴怒祖一馬

姐輩察蛮署紅綬生命二呼盈迫被害鍛えを否蟄していをという鬼二重性性を盛上往時旦座赴きず

異藍で士葎」馳更後に三蛾出登り血流ねとして異寛ですしな転_生垣仝亨は同趣旨の選言を〇三

公役も卿坦近く繰り返しますがしこれ逆上信屈ゴ二五と言わを甘地ま轟えを無視圭をそしと土豪_撼棲濫用

による威力Q患図を奉唆して生霊士 (私).そう思いませんか?普通の流れ壬蛙。

反陣中(タカハシ)うん、下したら、あの、目え通させてもらいますので、読み上げなくてけっこうです

よ (私)読み上げさしていただきたいんですけど鎚 (タか、シ)剛、同じも
のですよね?これ、 」連理しこ@よう_に読み上げ主上と立社ば必ず止迫られまづ二

反言下(タカハシ)まずね、いくつかお訊きしたいのばこれ蓋然性試算表というものなんですけども、

これはどう∴いう趣旨のものなんですか? (私)これですからあの、被害届の構成に沿ってですね、その

まあ、.何だ、パーツ毎の、ええ、蓋然性とゆうか、まあ、ええ、何て百うんか、まあ、犯罪が有った確

率を、まあ、あの、の高さを示して、わかっていただこうとしてるわけなんですけど、

反P4中(タカハシ)分母の根拠は何ですか?特に有りませんか? (私)ううん、そうですね、概算とゆう

か直感です、としか岬んですが、逆にあの、:それを岬’
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反P5上(秒それはだから、臆回答期限日当日なんです、臆死んでるのと無回答だったのは同じ日なんで七

度P5上(タカハシ)あの、それは根勘こなりえるか、ちょっと疑問ですね、ね、いつか死ぬわけですねも

その何月、何年何月何日に死ぬ確率ってゆうのは。範噴出★★士★タカハとの硝睨為里_職責越寮

無狙_鑑札坦答を求珪た綾室層を監察姓怒趨上宝より阜懇親酸主で」塩血∠た回答捌隈助言親戚蛍

変死上たという蕃孟性単独で掛軸密通殺人です叫塵珪工筆鋒現塊墟笹性珪弛捜査機関蛍理解しな

車重姓あ生えま地_故意脚土主として皐も」

反P5下(タカハシ)そうすると、それを見たことが無いのに、ええ、ネットで出回っているとおっしゃ主

のはなぜなんですか? (私)あ、それはですから、あの、被害嵐最初に出した被害届に書いてある通

り、通りの被害が (タカハシ)うん、今、おっしゃってください、書いてある通りじゃなくって。

(私)え、例えばあの、:タクシーの営業で乗客が、私のタクシーを停める為に手を挙げると、で、型追あ廟 (タかシ)

はあ、  (私)それが一日に何十回と有りました、:ひどい時に嘩一日にまあ、多ければ四

十人近くの客を拾うiんですが、.その半分以上、だから2〇人以上に逃げられた日が有ります。そうなると

全くもう、営業んならないです〇時に深夜の-番稼ぎ時の時担盟三宝られると打撃が大きふあの、全

く営業んならない。堪斑にれ旦僅瑳太議連姓性手先」だたぜちら金蔓エ」生涯二二度もこん蜜世上こ邁わ

な真運転手が連投と㊨はずで克_ ,

反P8中(タカハシ)そしてまあね、今ここに記載されてますから、私は包囲網とか\そういう話を進めて

ましたけれども、あの、実際のところ、これを読んでもですね、ええと、この包囲網ですとか、その貴

方の薫っしやる、その即調36朝潮症ついては私
はちょっと理解ができないんですよ。蝉坦此★★タカハシの盃法行為旦_職責放塞」怨祖墓棲_窒

組二覧嫡_している総合的な彊塑て高度の茶寮坦塑剋姓悪く査定してい書記王璽盗融盤盃定する

娘拠赴無塵ようこと睦すなわち理解で主上辿埴拠密兜也上之三上でも- (私)いやいや、だから、

三朝。どうして起るんですか?反騰中(タカハシ)至塑
廟)批士持去∠ ゝとり否法行為旦葛ど主事ヒ_番孟類
型旦_職責教案_涜議を無視_ _無塵塵飢_旦癌化_威力_茶壷性劉範士主監瑳擾査畿既往仕草で

圭 (私)(苦笑)いやいや、答える立場にないって、それが圭させあの蓋然性という、あの、言葉の定

義んなりますけど、.ええ、 A蓋蛙とゆうか、あの、茶壷蛙とゆうか、iええ、故意蛙とゆうか、そういう部

分だと思.うんですけど。偶然ではないってことですo私の周りにこういうことが起るのは偶然ではない、

伸そう思われませんか? 反的中(タカハシ)うん?思岬
蛙お答えできません。盛理出土上土さを哀史Q否法行為旦十ゾ地と一番主題艶一理責放禿協

議を鰯一塩榎陸幽一旦痴化÷威カー薗要に向き. 〈私) (苦笑)それ、思鞘堂酬 反P8中(タカハシ)いや、そうゆう仕事ではないですよ、判断する仕事ではな

むです。鎚埋此★★★★タ妻、シの否法行為旦_基づ封と_謹言類型亘喜堪寛放棄_ _抗議を無援一忠

敬虚偽」白痴化_威力_且凰三園上

反P9上(私)そうですね、なぜでしょうね? 皮P9上(タカハシ)酬剛胆堪勤
ま批士を圭∠さとの否塑行為旦一怨棍○ ○怒裡一蛾寛放棄一脚三なつ工圭せん屯それ蛙聖二暗号化な

ぜ匿名で遣り取史している為と推定さ軸_蓋然蛙二二覧匹各現象嬢示す高度盈慈恵性に全く答えてい
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喜連も-三社で追抜矩着否鵠定多塾@犯罪蛙金工嫡登盃能墓と宣託皿追@士風単霊です一

反P9中(私)(苦笑)だから蓋然性で理解しましょ。そうゆう水掛け論に陥らないように数字を出してるん

壬生。 友p9中(タカハシ)三の数字の根拠はどこに有りますか?雌埋出土よさ生せ∠二と屯を法行為

上し発言類型旦_職責放棄_無狙_怒擾_ _白痴化_威力_室蓮謎王墓壷辺渡す高度の慈蓋蛙竣凄掌を

無視してい宝玉王も量も磁遡字を擾示圭を筋飢畢彊逝心理に検察蟻圭璃件蛙を判紺
曇主立場でヰ」改憲に立場をはき違えて上げ足を璃コ皿豊車種 (私瀬拠とは? 反内申(タか、

り.この分母の根拠です、鎧兜玉堤★皇宮ノ、シの否漫行為旦一連喜類型ゼ」犠誕盈一袋現- -無磋

白魔化一成九一前項に同じ (私)(苦笑)分母の根拠?じゃ分母、何が正しいとおっしゃるんですか?

いくつが正しいとおっしゃるんですか? 師中(タカハシ)いや、即、かとか
いうそういう話ではございませんo飽埋吐出古さ皇東金と㊨軸為里-享とビ牡嚢喜類型至

誠寛政嚢_抗龍を無礼_短観虚偽し_自癌化_助● (私)いや、そういう話ですよ、あの、見積も

った蓋然性のどこがおかしいってゆうんであれば具体的に指定してください、指摘してください。

反同上(甜だから、・だから、話戻。ます。畢網の存在を認め、認めたくないって言うと失礼ですが、廟ま臆し
臆よう。それで自ずと蓋然性が明らかんならてまいります。一つ-つ消化して行きましょう。 反的

上(タカハシ)いやいや、順番が逆ですね、総論として、こちらに被害の概要が示されていて、ね、個別の

ものが告訴状に示されてるわけでしょ可逆勤まま女たち乞うと→理香灘斑旦・-ど地庄一艶麗を怒

粗悪棲一職責題墓二五範蓮とする包囲組を借主教主土壁五隠超せ (私)だかな動機が理解で

きないから犯罪事実を認めないと榊。
反P=上(私)個別に明確な違法行為が、こ、随所に見られます仁これを放置、これはそれぞれ脅迫目的で

行われてますんで放置すればその間に脅迫内容が現賽化するかもしれません。そういう状態で捜査の

必要を認めないことば独認官庁様の裁量の範囲を超えておりませんか7 職桂濫用に当たりませんか?

というのを今日伺いに来ました。子これ、この同じ質問ば こちらのかたに何度か、あの、言ったことは

有ると思うんですが、今日は具体的に文書でまとめてみました。 反面上(タカハシ)いや、職糧濫用

に当るとは考えてお,りません。儲動地を社中や禿離為且墓棲__無役一瞬貴放棄、 (私)但

迎酬違法行等の内容によるんじゃないですか?
反面上(タか、シ)職権濫用に当たるのではないかは、今、ね、ご質問なんで、豊丘とは考えておりませ

んとお答えします。飽勤ま上土女を衷七二璽否浩行蓮町でジン呈化_抗議を怒趨「無根一職責放棄

反面下(私)動機ができな、あの,理解できないからという理由で捜査を垣否していいんですか了・動機は

旦分達の職責として確定させるべきものではないですか?臆臆臆臆反帥下(タカハシ)あのね、捜査を拒否とい

主監堕ではないんですよね、今o鎚理埋まきタメと士と聖母速行為-」一蟹敬虔飢一袋祖勘藩政

薬唱曇り生命を鑑笹に上÷こ盛り立つ国勢まを単五鎚二重慶電報であり一書を私逆蟹察組織に主を生命

二重盈迫@隠蔽を轟をて彊ことも壁王達空士から一緊急を生命や危機に基軸連な〕三上卓二哩謹言

互を当地注目曲です・ (私)臆どうゆう段階なんですか∴要件事実の書き方として、臆まだこれ、問題有り

呈圭蛙 長軸下(タカハシ)私が申し上げてるのは、さっきから告訴状にはま岬と申し

上げておりますo総論としてのこちらのね、ええ、包囲網ですとか堪理}出土をタメと士と理香法行為∴・

旦」よとど化盤根唾偽」援護を無配_職責放塞_国土

反極上(私)他にどうゆう動機が有りううんですか?推測してくださいoこれ特別な 反恥上(タ
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カハシ)私共が、:それを答える立場にあると思潮まき多重二と俊否法行為旦_ど土牛

化_墟寛政塞「塞観虚偽し「怨趨旦毅こあると里見ませ」遼えた護憲性を査定琉猿塾を求逆手早ま

・ゴ二王を建言と軸です←.

反時下(私)だから、理由を明らかにしてください。審判請求書に移りますんで朝告げて

ください。 反鵬言下(タカノ\シ)何に移り・ますとおっしゃいました?今、審判請求? (私)準通辞

続に移行しますへ不当な受理拒否は刑事訴訟法違反ですからねを (タカパシ)録音されてるんでしょ?

今 (私)それが何か? 反高下(タカハシ)いやいや、今おっしゃった言葉は、不当な受理拒否はと

おっしゃったでしょ?その通りでしょうねo盛助産土星枇車掌匹不法徳義且-ど三宅化二援護

を無堪_駿責趨棄_癖砥_無蓋味「謹言趣旨否姐毒蛾要理地軸迎通知要求を親軽妙

丑瞳龍輩法麹垂違反車

反壇上〈タカハシ)検察庁もさきほどおっしゃったように、包囲網の一部、まあ、冒頭でおっしゃった

ように、検察庁も信用できないとゆうことになるんでしょう枇(駈堤通上土撞議を鮭趨_無榎一瞬責放

塞威力_雌として当藍であるQ左上」を裏擬をする主星さし擾遮駐車⊥上製掲準用できな

い土言って我々ゼ勤しと思う如上卓二爛弧主よを威力や葺図を示唆⊥こてのまず く私)どうし

てそこにこだわるんですか?当たり前じゃないですか?捜査機関である、もう一つの捜査機関である警

視庁が:往訪でですよ∴被奮棚
糾して来てるのに、それを全部否認してるんですよ?往訪した畢録から全部改常して、.全部無きものにして伸 じゃお

訊ねしますが。 反眺上(タか、シ)だからそこまでおっしゃるんでしたら、検察がね、包囲網のね、包囲網の岬 (私)ええ、 反日5

中(タか、シ)それなのになせその検察に (私)いや、やましいことが無いんであればiどうして録音

にこだわる、んですか? 反鴫中(タカハシ)私のほうがお訊きしたいのは、その信用できない検察庁、

検察庁に対して、:なぜ告訴することに二だ岬埋出土を古土まと出し_遍議連怒裡

無捉_職責放棄_無蓋昧_威九信離陸虞一割輩写す一位に連星有里喜連ん-鞋されざる職権澄風

謹言です」 (私)独占起訴、ああ、起訴独占機関だからです。

反叩上(私)いいですか、ええ、書面で出した被害届、こう、ええ、こうゆう蘭書

届が、回答期限が冒頭に明記されてやります、本件の対応五釧こついて一ケ月以内に書面でご回答く,だ

さいと。こうゆう状態で届いた被宮届を捜査機関が無視するってゆうことは有りうるんですか?その

確率を一億分の-と見てるんですが。 反暗中(タカハシ)その一億分の一の根拠が私にはわかりま

せ劫、鍾班)曲は亡きタメと士と璽否連行先旦ゼ之連I宣一袋昆墓檀」堪責放塞豊艶母艦と

雄二を以上」主監数字曾根逃道他機歯によ孟捜査によ⊇エしか確定でき-ませ血。 _圭きり二段弛三尊蚕豆

“能生要求です直・出土光重任蛙珪判断を軸ら回避し塞王事 (私)じゃ、いくつなんですか?具

体的には。 反pi7中(タカハシ)じゃ、いく,つなんですか?って、貴方が一応、数字を示してるから、

飽勘上玉亡き★タカハシり盃藍行為旦_享とど化_ _麟宣教霊園無視○ ○無棲_二やよう車重件憤り判

断をひたすら回避します」  (私)それを提示しないと、数字を 反暗中(タカハシ)じゃ、いくつな

んですか?って、私に聞くこと言でもないでしょ?健埋区峡きま皇五仝シ互盃薗主軸-よとぎ化

発言類型β_職責避寒_怒複_基盤〇三年鼻主に事件性硯陸を地こら回避し主も_ (私)岨

聞くことですよ∴だって私、一億分の一だって言ってるんですから。 軍部7中(タカハシ)お答えしよ
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うがありません、私に聞くことでもないでしょうから。飽埋醒ま控重工と聖否法須為且_ゾンビ

他発言類型五_職責放棄」抗議を無礼璃嬢_威力_三玖よj」こ事件蛙の判随をひます五回避しま

先_ (私)それじゃ話になんないじやないですか了 すれ違い解消しょうがか、じゃないですか了

反刊7下(私)だから、理解できないじゃなくって、一万分の一掛ける一億分の」は、一兆分の一ですね、

それに更にただの死亡じゃなくて、変死という態様なんです。変死の確率でまた更に百分の一掛けます

から、百兆分の-が、偶然この同じ日に叔母が死ぬ料率です。すなわちその潜りの確率が蓋然性です。

つまり脅迫殺人の蓋然性です。これを脅迫殺人だと思わないことばすなわち包囲網であることの、証

明する踏み絵だと思ってます。 反的下(タカハシ)そうなればですよ、それを否定することは包囲網

の、包囲網側の人間だということになるわけで十草監理出土たまをタメとさと⑫否接行為旦_∴ゾンビ化

悪投_悪放職責嫁墓意味助÷砲劉些当然にそ_主な望まず
反P18中(タカハシ)あの、理解できるぉ話でしたち、あの、きちんと応じます、ただ、検察庁を信用し

てないですとか、包囲網側の人間だとかゆう言い方をされるんでしたら、まあちょ二王と、お話聞くのも、

迎通勤よ★★を甚∠享∠の否法律為せ_ジン_単位_無堪_無根∴職責放棄_真率問題睦信亜土をとを

セロ聾主なを」二姫里ダ軸皇女な苺件性に慶応上塞主上嬰常艶虹_同軸捜職盤濫刷こ主事威

力竣登園を示唆しています (私)じゃあ申し上げますが、私が言ったその、警視庁が全面否認してい廟 どちら

が理不尽ですかを

一 反恥下(私)わかり、詳細はわかりませんが、規定は、あの、検察可こ対して出す、検察官が受理拒否の
{

理由を、請求されれば説明するというふうんなってるんですが、では、あそこにいらっしゃるのはトミ
{

ザワさんですよね? ● 反閥下作ミサワ)私は検察庁の職員じゃか、ので。蝉助壮士古土主軸

法行為」塞現一袋放一職責放棄十二みょ主上過重呼瑠曲三答え寄主ます五遡知の励抱で地

皇哩凶亘建垂直地車寒を亜現上玉吐き瓦また発言轍を検察丘として㊨覿董卓星を逃出土とする患

反耽中(タカハシ!不艦なの這、その、そこのね、検新に向かってそれを、どうし.ても善し出す
とおっしゃるのか“よくわからないですね裾謝哩以上士玉女ヅとど化一抗議を無役一悪政腰放棄

無蓋蛙「威力」言基盤喧庭園星間です∴他出醜悪乞」盟主ねぎ重職親閲発言車_ (私) (苦笑)

だって起挿したいんだかす起訴独占機関に出すしかないんじゃないですか7 他に道は、他の道をご案内

してください.そしたら。行政機関なんでしょ?我々には受け入れられませんが、こういう道があるよ、

と案内するのが筋でしょ? 反P20中(タカハシ)どんな筋なんですか?わけがわかられ、堪軌牧

よよととビ化_畢生無視_無姐」唖富雄_自麺化 (私)説明になってませんけども0受理して

いただきたいんですが?理由が無いんでしたら。置いて帰りたいんですが? 反P20中(タカハシ)置い

て帰っても、郵便で送り返すだけですよ。堪勤まよ★なさタカハシの盃法行為坦_どこ÷学位_抗議を

無斑_怒嶺_ _職責教案〇十否当を受動離予告です

甲5号反約書より抜粋(対象者:告訴告発担当の検察官、タカハシ、イチカウ)

反蹄中(私)一番問題なのは、むしろあの、 2番ですね戸捜査着手しないことについて問題は有りません

重しというとこなんです。これはもう:こちらに伺って三回目ぐらいから、あの、何度か申し上げてる

点なんですけども。例えばですね、あのう、告訴状としては未完成であるのは認めますが:事実経過欄
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’や要件事実欄のその:卑実話議を見れば、:掲げた犯罪岬まずだと思うんですよ?、更には、個

別に明確な違法行為とゆうのを最近掲げてますんで、それらも目を向ければまあ、この、理由の三点

ですね、公益の侵害がまず強く懸念されるのではないか?と。それから、元から言ってますように、え

え、生命の、切実な生命の危機に直面してお:りますんで、:まあ、:ええ嘩超えて、ええ、生

存権の侵害に当るのではないか?と。それから第三に、ええ、職権にょって認知認知して、してぐだ

さいとゆう要請がどこかに有るのではないか?と思うんでそれにも違背するのではないかと思われま

す。で、それで、あの、まあ、事件性の常識については何度かお訊ねしてますが、まだそれを判断する

段階ではありません、とゆうお返事をしばし!輔いておりまして、ええ、ま、それについて、そのよう

に明確に段階分けして割り切る’事が通常の取扱なんでしょうがとゆうことですね。ま、言葉を変える

と、告訴状が完成するまでは事件性を軸断しなく言でもよいという根岬 とゆうことなんで

すけど。ま、仮定の話として今回ですね、今回、・串の、少なくともいくつかの罪状について要件事実が

確定したと思っておりますんで、今後、捜査が開始されないとゆうことんなると、また次のじ、ステッタ

ブとして、 -部のつ、罪が要件事実を満たしているだけでは捜査は開始されないのでしょうか?と、そ

れについてもやっぱり正当性を、ええ、確認さしていただきたく思いますo 」謎閏しこ聖真壁肉劉圭」印

璽会見以降」毎韮時世@被害風遡坦盟中で掲虻聾追上皇急な捜査着手望要請上概ね園地三重

且退室に」否当な文面に主査差戻ととしニ皿捜査要請蛾三つ監査塑性について童画上帝播地検璽

軸丸み地租三ついて」 」軍並で捷謹上主上瓦。_結局彼ら珪二ねら9要艶ここ璽会見で答えなかユ
ー 奴をもちろん盈ニーと」今且までほぼ-買上ここ怨複と範士て吏茎すい

反P4下(タカハシ)うん、今、ちょっと、それに絞ちて話してますよ。群馬県営本部長のね、監督責任を

問う事が、この罪名でね∴この罪名をね、群馬県警本部長に適用して、その趣旨とゆうのは監督責任を

問うとゆうことですから、当てはまるのかどうか? ’ということですね。 (私)要するに、組織的な犯

行であるとゆうことが言いたいわけなんですけど。それを隠 (タか、り私が言いたいのは、そうじゃ

なくて、刑法の犯罪見た時に処罰対象になるのか?ってゆうことを言いたいわけです。繰り返しますけ

れども、ほとんどのね、ここに掲げられてる舞ってゆう.のは、犯人がという言い方をしてますよね?ま

あ、条文では犯人とは言いませんけども、要するに当事者がこれこれしたら罰するよという構成になっ

てますよね?そこに当てはめられるんでしょうか?ということ申し上げてるんです。かつその趣旨と

したらね、監督責任を問うと明坤こおっしゃってるわけですからね。な止んで共犯だとかそういうこ

とを岬。励遡出土上土さを五二と璽否迭行為旦_無斑_怒根_職責放
棄∴肇凄組織について連載撞整鬼に去る脅迫と隠越であ至上する私盆基杢陸離韻書届祉哩各鵠

状轟回し明艶主語述して毒見_茎を睦醜態鎚二見してい善玉韮繊独罫である以土塊全員狸犯

も上ぐは基犯であり」被告訴人と上で蛙そ盈組織自体も上ぐはそ盟代表者と蛾畳も適切です」主

題姐に監督責任遮否適当蔓の具体的犯罪事蓑瑳簸蔓理という地主全くQ詭弁玉造里」検察の隠輯り

意図も歴然で五〇〇こね追払や基本的主藍を鬼堪している車と」盃売主至極姓を全く示して上凶蓮袖

二重の信義則違反二吐」ち軸ここQ時幽返書も甚だ盃適当ですこ

反P6中融)いや、それはたぶんご指摘の通りおかしいと思いま吐ただ警察関係は、この告訴状だけで

なくて∴全部同じ罪があの、全ての告訴状に対してあの、言えることなので、ま、すぐに完成できると

も元々思ってないんで、ま、今日、お訊ねしよう、すべく伺ってるわけなんですけども。少なくとも言

えるのがその、脅迫罪と職権濫用罪と犯人蔵匿なんですよ:その三言三朝ど。
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反P6中(タカハシ)ううん、ちょっ去その基本セットづてゆ与のが私には理解できないんですよっ確認

しますけどね、イマイさん、私がこうやってお話するんでよろしいんですか?」邁埋し生垣全を理香法行

為Ⅱ ★★★☆女鮭趨_塞彊_職責改悪_私曖地主壕を塞視している事と、査定する腿を全く示

上皿土柱だ事か王二重の信義則違反です虹

反P6下(イチカワ)臆いただいた書類全部、こちらで写しを取ら●していただいてますんで何なら今、確認

・して采でもいいです.けど?あの、こ臆れは無いですよ、これは。

反P7上(・タカハシ堪共、受け取った物は間違いなく写しを作成してませo (私)それはたいへん失礼

致しました。そうするとまあ、ちょっとこれは、あのう、当然、内容を修正しないといけない。ううん。

ええ、ま、今後の問題としてですね、.ええ、例えばこの告訴状は、郵便局員?罪状にづいてはほぼ、完

成しているんではないか?と思うんですよhつ字り要件甚曇を満たしてる罪名が有るとゆう状態だと思

うんですが、こうゆう状態でまあ、たとえ艦轟に対する罪状が未完成だからといって、捜査!こお、

踏み切っていただけないものなのでしょうか?というのがまあ、 3貫目の中段の質問なんですけど。こ

ちらですね、  (タカハシ)ここですか? (私)ええ、 反竹中(タカハシ)これ、要件、一部の罪

が要件事実を満たしているってゆうのばそ項まイマイさんのお考えですよね握蓮田富士まさよ女史老

公三二璽季節差町嚢鞄_職責放棄_無視_無札無意虹威力一連切至極遡茶壷-建:せん。

香焼箇所を囲示逆上と要謹上エます (私)(苦笑)それはそうですよoだけど、本を見ながらあの、一

字一句吟味したんで、おそらくは、そ、そう、そうだと思うんですが号

二∴ ‾反面(タカハシ)この文章ってゆうのは、満たしているだけではって、これがもう醒んなってますけ{

{ど満たしてるということが、うん、ニ噂握の部分がもうイマイさんのお考えな建、ええ、飽田し

∴ ∴拡址棚∠ゞ傘否緬狸-ビン靴「翳塾生一職責魔境議を親妻板--鑑睦喜・
.言 威力_言い切至極拠がありません。不鑑箇所を遡示を求めています

反脚下(私)あ’ぁ、それはそうなんですが、私と臆しては、臆それは、あの、差戻しする場合には避けて通れ

ないような、あの、回答になるのかな?と思って例示してる喜んですが?反P8上(タカハシ)このよう

な例示をすることが避けて通れないということですか?私共へ、の告訴なんで、その避けて通れない範囲

っていうのも、そこはイマイさんのお考えですよね?(避明)★★★★★タカ李を璽駐留亘為坦__ゾとど化

発言類型4_躍責放藍聴視一触_怨最味_威力言い切る馳駆透里ま地一否鑑範丸を掲示を

求弛まず
反騰中(タか、シ)あのう、まあ、ここはね、避けて臆通れないへんの措揃だと思いますとおっしゃってま

すけども、ま、ここはもう、検察庁で判断させていただきます。 」遵閏lよ★★★★タか、シの盃法行為

旦享と推理責政策_怒趨_ 」施蓮」乱切皇硬塾が毒吏阜せん直香鑑箇所を埋毒を求逆子と、主九・

本強堅鳴ると監指砲を無塩地ます∴ 言私)はい、
ぐ

反_P8中(タカハシ)ねで、クエスチョンマークが付いているとこ、ね、さっきのここ、ね、これはもう

この前提となる部分がね、あの、満たしているというとこが、ね、ちょっと疑問なんでええ、生亜韮

逆壷威するまで事件性の判埠を保留する根拠は有りますか?と、これは根拠は有りますか?となって

圭互生ども、じゃあ、完成してないのに事件性を判断して旦」という根盟鵬)逆に無いわけなんですよ

塑 これはちきり言ちて、はっきり言うと、もう告訴状が完成するまで事件性の判断をしなくてもよい

という趣拠は特段無いですよね、これ草書こんなに細かい車まで定めているってゆうのは、ね、条文だ

土か基定だとかそう:ゆ言う:のは無いですよね、二宮訴状の売、完成だと力㌔だから通常、ま、これ一般的な
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蛍誠の話としてね、告訴状ってのが完成しないうちにね、あれやこれやってゆうのは∴まず考えられな

いんじゃないでしょうかね?(謹凱よ★女★女老妻\シ璽亜鄭重為エ喜職責放棄∴無題二無捉_三並i

細か兄事で透ろう喧玉楼透り圭地事件蛙の認趨基準であり核心軸それ駐ま緊急り生命の危

機に対応できない」生命璽危機を着通す地主正当豊連を生え圭辿ゝ 〇七止ま蟹選録抗議を蟹盤上もヰ

善玉_初速て観施主触れを鎚麺進です基金理性獲あり圭せ左

反P9中(私),ええ、要請なり義務が無げればいくらそのような、あのう.、条文が有っ’でも、認知のその

義務が生じないですね?義務と言うか、何だ? 反P9中(タか、シ)ま、条文は有りますか?というこ

となんでちょっと私は今のところ、心皆高ま無いですねまあ、 ②にしても、ね、碑

捜査の必要を認めるか?について犯罪捜査規範に当るような条文は有るか?という話なんですけども、

ま、これもちょっと心当たり比率鍵田はさき蛾護嬢“怒視一袋拉-こ聖直轟の職責についても

園地が」全土答えて蟻一弁護士達もそ主ですう‡二三㊨よう-に包囲網は私に二辺@法的示唆を

与え土をとし鞋塩葺醜法麹勉」公務員や犯罪告登養親に斗亘も退埜自力で発見しを条文でも

検察が且ら曾職責についてゝ三池三触れない垂直俸盛宴箆でも」 ’ (私)犯罪捜査規範そのものは、

反P9中(タカハシ)またこれは、:告漸告発と違う話なんでね、あのう、私の答える範囲ちてゆうのは

蝦定的んなりますけれども?まあ、たとえね、あの、どんな理由でとか、どんな必要性が有って?と

いうのがちょっとわからないんでそれに応じて、適切なね、対応っていうのも、ちょっとこれだとよ

くわからないんで親王遵親玉きち職責趨塞_鯉_塞救護鑓_違え蓮をどヱ速毒_痩せ左上早期
一 捜重義壬聖要諦」土壁選に鼠運上:エリ書記_

一∴-‾ 、反P10中(私)(苦笑〉じゃ、読み上げましょうか?ええ、ですから、その脅迫の意図は、ええ、説明が先

∴ ∴∴ 、か?ええ、 2009・2・20のきいたま市での告訴人の叔母太田まり子の変死の真相並宝は殺害であると、で
‥

∵∴ ′ その殺害が、当時の東柵郵便局が年賀状の内容を漏洩させたことによづて引き起こされた疑いが強い

と。したがちて、サイト玩己達員のこれらの一連の犯行はその真相ら隠蔽、組織的隠蔽を目的とした無榊。反PIO車(タカハ叫陣
ばないんですよれ(連理王たち主よ上皇九だと監査連行通草_よとど化一職責放塞塞堪一無桂一毅

そこにつな球戯辿皿か横軸迫りま逝竜一飽き合理的艇を擾奉_して謳えて登り_まも_検察二、の護埋

璽熟談害屈ま怒患性二覧表を創皇室土星-その怒意壁三党菱に塞止ま甜皇祖ば隠蔽狸逼閏できまもト

(私)他に動機が有りますか?:説明廟 反P-0下(タカハシ)↓や私あの、全てを却って

いるわけではないので私がどうだの、理由をそんな申し述べることはできないで土。上越田上古書古土

土皇老公と㊨盃法律為旦〇才とビ化」盤責放棄_抗議を無配_塞横言無意睦」÷ドニ旦㊨-嗜基だつ

工見てた癌_じ生あいん施馳躯上也上同種璽詭弁で古山事件蛙を否定すみ馳姓なり喜連も・

(私)いやしもそこに事件性は感じないわけですか?.極めて重大な事件性差と思いますが?他に動

盤に当るもめが有り、思い浮かぼない以上、書かれている通土壁脅迫だと思2手進めるしかないん上皇

坐せ王立哩 反刷上(タカハシ)申
やるお考えですから。 」謹睦した★★★女タカハシの査遭行為旦_ヅとど化_発言類型生職責放牽_

坑蛙を怒祝__鮭筏_無蓋味葛成九〇卓件盟を査定する猿迎放免彊蛙 (私旭卓、何%で脅迫で、

何哩脅迫じゃないと思ってらっしやるんです姫 反面上(タカ了、シ)なん、何のパーセンチ‾ジの整

理建議勤ま★★★女皇身、シ璽亜施主為坦_ _ゾ之ビ化_駿責放棄_ _提議達観_怒猿_ _盈迫聖

旦亜二法まごてまも_それ以地主匪塑ようが克也ませ血 (私)いや、確率です、思ってらっしやる坐

ー26-



証の確率です。 反刷上(タカハシ)あのね、先ほど来ね、あの、私の考えだとか、どう思ってるか?っ

て訊かれますけども、私あの、こ、イマイさん側でね、・全ての事情把握してるわけじゃないんで蔓答

えしよ’ぅが有言りません、:そうゆうの罵堪堕しまき古土大女を仝㌢盈亜彰王を壁書享とビ化葛轍

塞境議を塞彊_鰯昆適弁で五重他蛙を否定圭五趣選になユキせ気_ ●〈私)いやいや、そこを判

断しないと、∴そもそも捜査づて着手できないんじゃないですか?そうゆう事ばかりだから。 反

刷上(タか、シ)おっしゃってる意味があんまり私、よくわからない。 _鑓明1よさ★★捜ハシ里香

法律拳旦_妾宅化「職責放棄「抗議を怒祖轟槙_且醇化_重任性や判馳上厳重蛮却重松
王立でせこ (私)重大な事件性のポイントだと思うんですが? ’反Pll上(タか、シ)そこがわからな

いと、とおっしゃるんですけども、そこ、つてのがよくわからない。上達凱まさよ玉女老友だシ里香法

行為且_ど地と」職責放棄_捷護を恕裡」駆上白畢ヒ_つま改全てが塑亜紀そうで克事件

性を査定する鶴拠逆有望善豊丘_ (私)倍笑)他に、他にあの、脅迫以外に説明していただけるんな

ら、してみて下さい? 反刷上(タカハシ)私のほら、説明だとかそういうのってできないですよね?事

情を把握しているわけじゃないんですかう。 」連理L士★★★女王夜ハシ匹粗勤王為旦__ゾンビ化_職責

嫁「撞議を怨彊_無姐_自観ヒ_鉾手先卓佳畦を査定士を榎埋葬互生害せ血_ (私)遵遡上

ようが無いような事をなぜするのか?というところに事件性をお感じんなりませんか? 反印中

(タカハシ)だから、何ともお答えしょうがありませんよ。繰’り返しです、さっきの。上道軌まき女まま

褒せこと匹否塑毎昆旦鵜ゾンビ化「轍寅雄葉書抗議を怨粗二怒棍_丘痢貴重陣蛙を否寵二独遡瑳

:∴宜男車珪ん(私)それに答える牢、捜査が必要なんじゃなレでしょうか?反印中(タカハシ)いや、
そういう理屈ではないですよね?答えるべく、捜査が必要とか。 1遵軌士をさまよタカだシ監査艶王為

∴ ∴∴ { 上」享とど化__職責放塞塙護を無嶺_無敵_自観巳適を逸台上二千逃げよう上土エます」. 〈私)

重大な不審点ですよね?答えようが無い事態とゆうのは?

反印2中(私)ううんまあ、全て書いて有るかどうかわからんけど、主要な事は書いて有りますんで、三三

に書かれである事項がなぜ私に対して起こっているのか?という蓋然性を考えれば完全に、包囲網の

存在を認めざるをえないだろうな?と思ってます。 反耽中(タカハシ)まあ、結局のところねこその

包囲網の存在ってゆうことをおっしゃるんでしょうね?(堪田したきち五五皇圭だと旦三種啓三為旦」_ゾと

ど化_職責放塞_茜議連怒裡_塵捉_無蓋味二三れ蛙遼遠性二援表立ことです巴否定圭を想塾を毒し

て生姜せんし

反鴫中(私)はい、ですからここに書いてあるとおり、昔話状の中の一都あ罪が要件事実を満たしている

だけでは捜査は開始されないのでしょうか?というのを繰り返しお訊ねしてるんですが? 反叩中

(タカハシ)繰り返し、じふお答えするごとんなりますけども、要件事実がみた、要件事実を満たしてい

るという前提での、それは文章ですよね?堪埋星ささまま皇老公どや謡彰子麺_ -ゾとど化_発言類

型生_職責放墓_抗議を短趨_怒嬉「無蓋兜_威力_ _査定する塊鞄粗布皇室せんその壁亘を求めて

ま五〇 (私)だから満たしてないと軌
監査。 反的中(タカハシ)さっきも、いくつかの部分で、罪名で、事実が特定できてないとか、あの、

これはちょっと無理だったみたいな話もしてますよね?」邁軌ちまき互生五つとり軸為哩_ゾンビ一

位墟責嫁_抗護を無邁_無榎二事型五重を論理で全てを受付拒否し土をとしヱセ追守」 (私)

いや、それは、この二つ以外の罪状ですよね?私文書偽造と住居侵入については、問題有るんですか?

反日4上(私)ですからね、最初から、脚の脚から、私は生命の乍機、命を狙われてると、揃としてn

I
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それも’複数の脅迫に、あ、生命を害する旨の脅迫に起ってるとゆうことを主張して、その中で起ってい

る事件、これも脅迫である掻いを全く否定できないわけですね?それについて、私文書偽造と、それか

臆ら住居侵入とゆう要件事実が、を満たしている段階で、捜査を開始しない理由、・正当性が有るんですか?

と言ってんですが。状況的に考えればこれも脅迫である可能性を全く棄てきれないどころか、まあ、

瑚ぐらいはそう思っていただくべきケースなんですが?そういう状況において捜査に着手しない正当

性が有るんでしょうか?と。それは裁量の問題を超えてるんじゃない狸 と私は指摘してるわけです。

個i人の生命まで犠牲にして同、なんて裁にょう、裁量はたとえ国家であろうと、有るわけがないoそ

れからついでに言いますと、あの:弁群土中、立て続けに11人に断られ卸すている状況で、いつまで

経っても引き手げで貰える相手も居ない、相談しても、全く示唆を与えない出、う対応を受けてま土

そういう状況によって、あの、どこにも相談しようが’ないという状態で、普通の取扱ですって言って普

通に突っぱねられても困るんですね?私の場合は。そういうご事情も理解していただくべきかと思いま

土塁里.

反押下(私)はい?まあ、見てる団体が違うのかもしれません。とゆうか何度も、戻りますけども、ま、

とゆう二つの罪状に加えて、沼田、沼晴の対応がまさに異常ですよね?現場検証を放華した上晴甲

状まで無視してるんですよ?そういうありえない対応もあわせて考えましたら、書いて有る通り、亜壇

局の異常と∴沼田署の対応の異常とを考え合わせれば;蓋然性として何か有ると、:脅迫の動機を推定し

ていただけるん尋まないかと・思うんですが?ま、脅迫と言い切れなくても、少なくとも隠蔽ですね、明

二∴言霊禁書・藍罵言誓謹書需霊諾器霊三塁‡票
《 . な前が有るからです。無視することが必ずしも違法とは言えないと前、おっしゃってましたが、その点

∴二言の達雄について詳しく、あ、そこを改訂してますね、説明し直してお。ますまず、ええ、行為面か
_ ∴∴ら言うと、ええ、少なくとも私と同様に無視されたら、∴誰も岬、

ええ、私限りの不公平なと、差別的取扱として平等権の侵害に当ると思います。それから結果面から言

うと、ええ、そもそも警察法2条等の明確な作為義務に塞いて訴えを起こしてるんであって、それに対

して何も連絡が無けれぼ当然、期待した作為がいずれは実現されるものと思って待ち続けますと。そ

れをしなかったというこ.と・は、ああ、そういう可能性を意図的にいつまでも繋ぎ止めておいたというこ

とであって、機会損失として、控制への移行を妨害したということになり、ええ、告訴の妨害でありま

すから、ええ、根拠法や刑事訴訟法に塞く生存権の侵害に当ります〇

反P-5中(私)主に、主に、主に警察組織ですね、三県警の対応を全部、念頭に置いて言ってるわけなんで

すけど。こ・れ-般論としてここに書いてますんで警察だけでなくて、あの、例えば人権擁護機関もこ

れ念頭には置いてます。だからあの、警察法と言わず根拠法と書いてるわけなんですけど。で、第二に、

こっちのほうが重要ですが、特に捜査機関が被害届を無視すればその後も当然に被害は続き互もこれ

はあの、考える余地が無いですね?で、ですから踵、 lええ.、例えば警察法第2条に犯罪の予防という

のか明確に調われてますが、それに塞ぐ早見聴務違反である、ないしは監豊国蹄蕃務韓反でありまして、

これももう争う余地無いと思います。人権侵害であることは自明です。

反P15下(私)はい、ですから何度も申し上げてますが、まだお等えいただいてないんですが?それを返

送されるとゆうことでお答ネもってお答えとしていただいてもいいですよ? ・一部の罪が事件事実を

満たしているだけでは捜査は開始されないのでしょう姫.というのを、本日の提出をもって見極めたい

と。 ∴∴反P15下(タカハシ)うん、そこで言っている,、要件事実を満たしているのでは?というのば
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これを前提にお話してるわけですよね?ね?それはふうイマイさんのお考えなんで、あの、それには

ちょっとお答えできません。満たしているというのはイマイさんのお考えなわけでしょ? .うん、それは

満たしてるかどうかってゆうのはこちらの判断てゆう事もあ.りますんで。 」憩甥lよき古土タカノ、シQ季

盤行為坦「ゾ出島_登主題塾生_職責放棄_境議を無薩で無娘○ ○無意粟_ _魔力葛盃安まる趣塾を

軸ませ血なおしこ捜会話且境議聖書亜亜魁三関する史上と生涯酪連二三で彼ら

甚助珪議重畳錮醜畦裡軽質だ王を㊧此_霊性事務規程発色章第上土_事案聖否披申立電停と上ここの対

応蛙慮亡妻を蛙と推定さ拙葛二を玉包囲軍出し工費重しこれと_同趣旨聖綾室圧壁阜里蝦

査酔要請⊥斑雪喜怒頼義玉造をこと互生検察型告訴状として隼盃鑑を旦曇吐ユニ塊璽主選に二壇

対応上ねむ方針であることを裏付けて山喜九〇

反雨下(タカハシ)あのね、イマイさん、申し上げときますけども、私共二人だけで考えて二人だげそ

判断とかしてるわけでは当然ないんですよ.組織ですから、ええ∩あの、当然、上司、検察官の判断を

仰いで対応してますから・、そこをね、あの、承如しといてください、即、。個人的な考えでな、何かし

てるとかそういうことじゃありませんから〇・ま、.これ書いてもらったの、ここちょろと、ハンコ押しと

いてもらってもいいですか?この人達に抗議をするみたいな話に見えちゃうんだよね。

甲9号反約書より抜粋(対象者浩訴告発担当の検察官、サトウ、イチカワ)

反脇上(私)そう’ですね、はい、ま∴最も違法性が高いのは裁判所だと思います.次が大砲相談所、後は

群馬県聾と警視庁ですね言岬 反直上(イ

チカワ)でも、群馬県替ってあれですよね、けっこう案件的に、どの告訴状にも跨ってますよね? (私)

あ、そうゆう意味じゃなくて猟銃ですね、だから告訴状Bです。だから告訴状で言うと、 AとBとIと

旦ですね、 ABIL。

反騰中(私)(中略)適属法理にふ、てはかなり、・ま‾ぁ、その都度、見直しておりまして、 (中略)全姿旦喧

まあ、基本的に刑訴法239条を∴まあ、根拠に、ええ、それに塞く、ま、ええ、生存権の侵害を訴えて∴

おります。

反尊下(私)わかりました、なん、あの、まあ、被害届にも書いております通り、まあ、特に猟銃関係

についてはあの、差し迫ったあの、生命の危廟べく早めのご
対応をお願いいたします。 反P3下(サトウ)ま、そら、内容、ま、亘がね、あまりにもたくさん有

り過ぎるんで、 」説閏⊥こ@録音且体には太主な違法性駄,_こ@約二五月_後にしま_た上:壬も不当な差

戻⊥←を綾里返上去華に尽きまう二_

甲12号反約書より抜粋(対象者:告訴告発担当の検察官、サトウ、イチカワ)

」連理しこ④会見では」坑議文書_セ叫宣埋却_静穏埋友検察庁」告謹告登壇当の不当軸応に親王を薗

議」 」里土地を軽重上をて捷謹上へ上速報さに各告訴状の事件蛙を認識土管こくだきよし_旦差戻した各告

轟馳三つと工禿備箇所塑まっきり毒し三三五さし上土生え三つを要諦去-した」

反円上(サトウ)えと、同じ物を?、別の物をじゃなぐて、同じ物をまた出すってことですか? (私)え

え、直しようがないんですよ。私は完成したっも:りで出してるのにあの、と廟からな

いような戻し方では直しようがないもんですから。それでとりあえず、古いまま持って来ました。上達親

王や主上に杏当蛙の捏越を朗毒して萌えて童_りよすしこ捜第二占拠杏当を差戻に薗謹上ゝ理由を
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奉呈迫ること車上でも_こね辺法決盈まま重畳出土る⑫卒衣意で娃あり軌

反印下(私)はい、ですから、議事録として、後であの、告訴状の訂正に使う為です、直接軸こ性但」

その背景には例えばあの、瞥視庁が、私が直接往肪して脅串殺人を訴えているとゆう事実を全面否認

しているという背景が有ります。これも町じ捜査機関がやっている事です。ですからそれを考えますと、

’やはり、ま、自衛策という意味も有るということです。ええと、お渡しした物をしばらく読んでいただ

いても高、ですし、あの、説明から先にさしてもらってもかまいませんが?騨軌これ彊録音可否遺壁、

つて毎度壇観や合壁上土ですしこの話自体焚巨太蜜重任醒盟です瑳一全く墨祷王事→宝玉一

反職上(私)ええ、二ケ月近く預かって、羞戻しの理由が全くわからない状態で戻されたら不当●としか言

いようが無いですね? 反壇上(イチカワ)えと、書類を添付しておりますけどもヱ,(私)ええ、です

からそれを崩んでもわかりませ牢ミ? 1反脇上(イチカワ)うん、あの、朝はそちらに晒した通り臆

壬生よo飽田出女去女中王妻妾卑香淀鶴固十才とど牡職責放象抗議を無亀一袋姐玉堂
理由を無捏土工親 (私)いやいや、皇土から理由んなってませ血_どこが不備なのかがわからない。

反Pz上(イチカウ)だ、イマイさんとしては理由んなってないと、で、それに対して抗議文を出して、え

え、さらに告訴状を出すということですかね? (私)はい、それを元に、臆全ての要件事実を見申すとゆ

うのも、また、無駄な詰ですからね、私としては完成、したつもりで出してる物です社主。

反騰中(私)ですからその然るべき認識に、返事んなってないと言ってるんです。不当性を指摘しており

呈土。 反陣中(イチカワ)うん、それイマイさんのお考えってことですよね?鎚軌をまき土管とし

こ一手疫否緬麺「ど輩化「諾誕生一蹴覿寮擬を観斑一鍾睦一成カー雑{ e

箇所掩撞定で皇祖二という指摘をそq場で確認する㊧髄空士を重砲も_それを士魂で」ニ且よ_土

{ ∴ ∴
に捉拠悪く私畦薩を否定地離婚地漫ろ暇弛韮義艦艇す(私)いやいや、世間

. ∴ 一般にそうなるでしょ?当然に。単純にその場でわけのわからない文面で戻したんと違うんですよ。そ

の間に2ヶ月預かってるんですよ、物凄く不当だと思いますがくいかがで並 反P2中(イチカワ)至上

たち、これと告訴状お預かりするってゆう形でよろしいです社運連理富士ささ五七七三五芝蛸主軸

職責越憲一擬を無配聴橿一堂迎諸蛍退出圭撞謹畦当性を認達て譲歩近影だと解題でき

る互で吐逆一経基的には二郎坦坑議も亮斜轟福士ユ圭の後も至当な差戻接繊追壊す屯そ洩

る土」ニ往時と知的㊨為に安易に預かヱた盈でしょj誕_こね轟歌的だ丘的宝玉_ (私)え

えと、た、理由が有って戻されたんですよね? 反陣中(イチカウ)ですからそれは、書面に記載、して有

毒通上里圭とお答えしております。堪埋甚★去★★イモカワ監査艶主軸_ヅとど化一躍抗

議を怒複_塞姐_を鏡箇既往特寅工望む上という境範を短観地上ます」脈絡として前車璽答えとも矛

職 豊蓋三業器業器状
いちおう受け入れて来ました。だけども、生命の危樹こある状態であのう、まだ事件性を判断する音

壁堕ではありません、などという論理は通用しません。正当性上古無いです。なぜなら、国民の生命

を岬それは中学レベルの常識ですoだから、私が生命にあるこ
とを認識してらっしやらないのか、もしくは個別の事件性を認めようとしてらっしやらないのか、いず・

れかだと思うんですが、それをはっきりさせたいなと。

反騰上(イチカワ)うん、まあ、二人にとゆうか、あの、今ま言での返戻もそうですし、前橋地検としての
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判断になるわけです間
p4中(私)ええ、二重重畳はあの、いち、う、その都度コピーを取うれているということなんで、そ蛙に控えが有ると考申
p4中(イチカワ)もちろん把握しております。  (私)たとえば脅迫殺人の存否にづいてですね、警

察が、被害届言、回答期限を切られている被害届を鰯岬
させるということが、そもそもありえますか?慈恵性ないし蓋然性笠間盟と.して。そこには大きな

特別の意図を感じるのが普通ですよね?∴雷酬 P4下(サトウ)それはまあ、イ

さんの 閏しま★★★★サト之の雑益旦_ゾ之ビ佳「発言類型壬_ _撼賓放棄__聴視

無姐_悪罵兜_威力_査定する根拠葬ありき重ん (私)考えではないです。標準的な取扱ではないっ

てゆうのは自明ですよね?犯罪捜査規範65条、内容が不明であれば本人に連絡を取るという規定んなっ

てます。その通り、まず規定通りのハンドリーングではないとゆうことですね?更には回答期限求めてる

んですよ?はっきり、冒頭頁で。それを無視するって何事? p4下(サトウ)それはイマイさんが求め

ただけですまね?警察が了解したわけじゃないですよね?鰭凱よさ士押し之④李斯説旦_ゾ

ンビ化二践責放棄「抗議を無役_ _惑彊_鼻弛齢兜容を塞軌∠上宝五里車を告卑しな融通

連な受理彊酎三当る鈍さ自明手先_これ蛙聾視庁他収量だ分量やもの過りまさに包囲網主上⊂哩

自白です直. (私)了解が要る事なんですか?:納税者がきちんと書面で求めて岬それを無

視するこてどうゆう事なんですか?そうゆうことが有りうるんですか?そんな前例が有るんですか?

私の他に。有る臆わけ無いでしょ?そんな事考えればわかるでしょ?そら一億分のこの確率しかないん

ですよ、そんなことは。まずそうゆう蓋然性の上に、さらに、その回答期限日に一万分の-の確率

で叔母が亡くなってるんです、変死してるんです。それを事件性が無いと判断できますか?廟、反P5
上(サトウ濯率の話をする段階じゃないですよ血」軸は士馳蛇㊧盈撃薗ユ「職責趣象,

抗議を無視_ _短棲_辰雄与良上皇だ事伴性を剃随する監階で睦救出至論壁に正単軸塩山上土

盃私の圭料反論土柱むっを地主ここで猿遡悪く蟹裡⊥握⊥紅 く私)曲
軌だって事実でないんでしょ?捜査機関の仕事は全て確率の括ですよね?車宴勘ナを拾うんだった

ちそら楽ですけども、それじゃ仕事んなんないですよね?:捜査機関は・全て確率で判断してらっし辛喜連両
反P5上(イチカワ)うん、あの、そのあたりも、きちんと読んでね、あの把握しておりますのでヾ.あらた

めて飽凱古土上土程よ五三読み上げを必ず妨害します. (私)よぎだからね、まず狙馨自体、直線醒画臆
ええ、確率の問題ですよね?私の他に闘)そんなことされる人は居ません・一億分り一だか七十億分

旦二だがわかりませんが、そう思いませんか?そんなことが有ったとゆう丘を剛、たこと有りますか?土面てく
画なり:ま:し辛0 :その現場検証
∴圃粥因困閣議囲田園摘揚陸四囲図四四 回囲囲澄囲星団圃団囲圏 ∵圃堅調

堅固堅固塑国 昭閣回阻四囲墨塑壁堕圏 馳圏撃 墜国璽聖画聖璽聖盟両こ、排除して半糊土面陥っ
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てます。その圧倒的な事件性とゆうか犯罪性の高さ五認識してくださいこ少なくともその二つがメイ

臆ンです。更に、今度は事件性ではなくて人権相談所については完全にこれ古妻です。事実として違法な

事をやっています。虚偽の理由を二回用いて受付拒否してます、.不当に。これは事実です、 10畔の。

私はそれを犯罪だと主張してます∩それをぎょ.、あの、.否定する根拠が有るんであれば示してください汀

というような事を今まで訴えて来たにもかかわらず岬
という,と:ころは意図的な脅迫だと思っており’ます、皆さんがたの岬それを改めよう

臆となさらか、んであればこのまま要件事実として取り込んで告訴を進めます∩ ‾?だけ教えて下さい∩

もし、皆さんが今後も同じ対応軸けた場合、私は誰に対して告訴したら、すべきなんでしょうか?反

p5上(サトウ)検察庁に告訴を希望するのであれば私のほうで預ります山上飽田上土士土地しまり盃

灘蘭里」ゾ弱と_題埠無礼盛彊塵飽一越宣教塞適際姻徒可能性型塾頭擾内部牽制
媛てまずい組織として軸塞剃り体制b粗i華道考え丘抱きせん

反P6上(私)それはそうですねこですから受理拒否するんであれば受理拒否してほしいんですよ.それは

そちらのご勝手そしょぅ?受理拒否にしたくないから、そうやって預かって宙ぶらりんにしている

-だけですよね?:次の段階に移行を阻止し岬,反P6中(サトウ)あの、
少なくとも次の段階に行くのを阻止したいとか、そういった気持ちは有りませんので、イマイさんのほ

うで次の段階に行きたいのであればご自由にやってもらってけっこうです。 ・  (私)いやいや、ですか

ら、受理拒否の通知を下さ両。反P6申(サ

トウ)それはここに書いて有る通りです。堪睦は出土虻曲り盃法行為埋一才之ビ化←抗議を懇

親_ _怒槙_職責放審〇一受理し鎚理由の通塾施胸章迭狸粂鎚三去る要請で車型ゝこれを差房望見

軸、生壁主導上溝乙査当な受理垣盃二垂控制瑳鎚唆:至\否当な盃追詰処分と土工手続要求連ざ

る生えません (私)え守’いや、そうじゃな・くて、 反P6中(サトウ)返送している理由はここに有

る通りです。 (私)いや、理由んなってないと言ってるんです。’日本語んなってませんよ?理由んな

ってないんです。臆じゃ、どこが?じゃあ、この文書で示して下さい」.出した物で:どこがどうなん

ですか?:理由岬ってません。 反P6申∴(イチカワ)うん、あの、そのやり

とりをしてもですね、結局ね\あ.の、今日の冒頭からもそうですけど、平行線になるんでしょうからo抱

馳きま★女メイチカワの盃法貨為Ⅲ ゾンビ肥_提議を塞狸_駆__堰責放塞_否傭箇所班撞毎で

書_鎚二上りう躍直を鬼裡工卑虹 (私)いや、平行線にな∴するつもりなんでしたら上司を出し

てください。 .反P6中(イチカワ)書類を出したいとゆうことであればゝ.お預かりしま五」魅甥は士

★女上土をカワの盃法行為旦_享とど化_董議を親」怨猿_ _職責趨藍_至当を善房をニ竣筑講堂筆

地主をで抗告盈真誼と亨と唾地主短観上で千早ます」 (私)上部こぼ相談してるとおっしゃってます

が:それが信用し切れないとゆう面も有ります相談なさっている、相談を受けているかだが居らっし

ゃってるんであれば、そのかたの嵩兄を聞きたいし、そのかたも同じ意見なんであれば組織の長とし∴

iての意見を聞きたいです。見解を質したいです。不当性を指摘しておりますが、何らお答えをいただ

けませんが岬と。
反叩上(サトウ)告訴の段階、今の段階ではお会いする事は有りません盛凱たまきま虻壇㊨盃法

益注し_ゾンビ化_窟議を怨趨_無根_職責放棄_ま左上工も勝手蛙捜階詮です (私)いや、窒

廟そうでないと私はあの、不当性を主張しに、
直接、上に昇って行かないといけないんですが7
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反町中(私)なぜ子 繰り返しますが、あの、検察は私が言うまでもなく起訴独占機関なんですよね? ・刑

碁的な言廟こ重いと思う:んです
姓.それは言うまでもないですよね?私はただ.戻していただいた理由をお訊ねしてるだけなんで

王立と里 直接勘こぼ。理由が有るから戻したんですよね?ただ私としては、 ㍑もの色々な種類が有る

岬んです、率直な話。それぞれ事情は
異なるはずなのに、:全てを一緒くたに戻して来てるってゆうのががおかいなと感じてますoたぶん、

-この中には、そのまま通るのも、通ってるのも有るんじゃないか叱、闇題の無いのも有るんじゃか、から

と正直、思ってます。これは、正直なところ、その上司のかたの:ご意見ですか この差戻しは。 反

町中げトウ)検察庁としての意見です。

甲14号反約書より抜粋(対象者書訴告発担当の検察官、サトウ、イチかわ

反高上(私)ええ、まあ7月20日に不当性を抗議文書であの、提出したんですけれども、 (交換手)

はいはい、  (私)それらに対して全く改善も無くまた同じ事を繰り返しておりますんで、その場合は

あの、ええ、検さ、前橋地検の長の見解を昏しだいとゆうふうに明記しておりますので、ええ、長のか

たをお願いしたいんですが。 (交換手)あ、 、はい、お待ち下さい、 (甜はい、 (イチカワ〉も

しもし、代りました、惜埋富士華儲覿耀近し二見は套旗手の過基と思われ喜す札郵漣垣を蛍朗・

⊥主音艦埋強襲遼見解を求亜千里量りせこ塞輝で勝手違算謹告選捏剖三転送して生ませ」も駈三

富一言諾詳言誓書誌た文面から察して、も繭しても無駄だと思うの臆で、あの、、う諸

‥ ‥ ・’議文書に書いてある通り、組織の長の見解を質し.たいんですが?私が指摘した不当性に何鵜つ答えてい

‾{二二置- ただいてませんけども?・それで同じ事を揺り返.されて車すね?その無条件の不当性について組蛾の長

の見解を督したいんですが?もしもし? (イチカワ)もしもし、 (私)お答えが無いんですが?少

なくとも私はあの、告訴状を提出したいので、ええ、ご担当のお二人では、とゆうか告訴告発担当では

内部牽制の問題として問題外だと思うんですが?

反門下(私)答えんなってませんが?貴方がたを告訴したいと言ってるんです。貴方がたが受けたんじ

ゃ、i答えんなってませんけども?妨害しないで代って下さい。 反騰上(イチカワ)いや、受けると

言いますか、ええ、ひとまず窓口として受領するとゆうことですよね、 」鎖掲しままさよゴビし至を皇監査

盤行麹里_紅ビ化_抗議を雛壇_無橿唾飽_職責放塞躍り期待可能性瑳飽ゝ具飽塩屋言え

土 器護憲諾蓋霊霊護憲業誓書祭器詰
ってるんです、ですから他の窓口でないとあのう、形式不備でしょ?

反P2中(私)書方がたの告訴状だって言ってるんです。東方かたに出してどうゆう諸味が有るんですか?

それでは内部重刷んならないでしょう? 反P2中(イチカワ)う.ん、あの、我々個人に出すわけではな

いですよね?健∴理は士さまよイモを雅と種麹主軸二才とビ仕抗議を無配_怒棲畦飢理責敬慕

適温二の期待可能性班怒り盟で他覿箸聖的軌牽制を求旦地車す乙

反P2下(私)どちらとぼ 私はさ、先ほどから前脚 (イチカ

ワ)うん、要件は何ですかね? (私)要件は貴方がたの告訴状を提出する為です。 (イチカワ)は’

い、で告訴ということであればこちらが担当です。ですのでこちらで承ると、何度も説明しております。
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」遵甥壮士去地毛をど旦盃轡王為Ⅳ_ヅエビ化「抗議を袋昆_怒擾_職責棲棄_ _話俊遊聖二土工

差戻也を不当性鍛抗議に答え塑′ 、ことに曳、二C組織㊨長盈見解を質上五二と謡え工と葦主監連理ちかで透

りふ言葉尻を捉えた圭績妨害蛙_

反晴上(私)妨害してますよね? ・貴方がたでは形式不備ですo代ってください、他の人に口』反円上(イ

チカワ)少々お待ちいただけますか?  (私)はい、 反聡上(サトウ)あ、もしもし、はい、お電話代

りました、あの、サトウですけども工逆勤ままさよ主上王を芝重犯暫壬為坦_玩議を無視__無根_職

責施薬_偉謹陵馳Aと鎚躍喧ム疎を毒の施政流在から兜塊です連荘」こねで喧詐

欺蛙_岱写生墓味姓有里圭重ん。_ ・

反雪上(サトウ)えネあの、告訴告発を担当する、担当するのはこちらになります佐里、 (私)いや、

そうではなくて、告訴告発担当を告、告訴したいので、そ、それは則廟
しょ?内部牽制として。 (サトウ)いや、あのう、薗盤地検ではこちらで担当することになってま

圭から、他では担当はできません。堪閏はまさよ土星ヒ芝生盃法行為坪-ゾンビ化二親露を鰯粗悪

軸虚偽」職責放塞_適法哩期待可能性放怒り聖ユ㌧二⊇呈生しきちんと他部署に渡士こ壌灘菰重

なと尊⊇で他部署や内部牽制を求逆手ゆる握葛組織と上よそ監護目星聴虹と連署五五狂喜せんか主虚偽

主恩挫まずい
.反騰中(私)告訴告発担当以外の検察官に代ってください。 反P3中(サトウ)できません、 」遵勤ま土

地吐出少査鄭重為Ⅳ_ _ゾンビ化_抗議を袈昆葛塞棲_職責嫁菜_ _内部牽制を求蔓てます’

《 (私)そうでなければ機能として薫かしいでしょ?それ告榊
∴∴∵ 《土垂直軸な隠蔽になりますけども?反脇中(サトウ)それはあの、そちらのほうで、の受け止め

∴二・ 《誓こて誓{聖霊讐空士誓三豊誓警警一夏靴一発韻軋蛾
‥ ∵ を鰯一無猿一職責放晃一怨親柱蝦丸一文字適才袋視土工います反P3下(私)廟

常、非常時とゆうか、非常手段ですよね?そのルートを求めてるん也 反脇下(サトウ)ええ、

そのルートは有りません。 」遵凱士まさよ虻と受Q輔為世〇才とビ化∴抗議を無理○ ○鬼榎唾偽)

職責放棄_塞弛まず惇あり_既定

反P3下(私)いやいや:別の検察官だって受付ける機能は有るでしょ?法律上、受付ちゃ悪いなんて挟ま・

りは無いでしょ?だから他の、参考までに、参考までにじやなくて、告訴状に名前を話したいので、

サトウさんの上司の担当検察官の名前をおっしゃってください。 反P4上(サトウ)特に伝える必

要は有りません。 」逸閏し士きき女坂卜を㊨盃法行為世」ゾンビ但_塞迫_無猿○ ○職責嫁_三重玖

信義則違反_必琴を聾宜を毒して要請王事と重り蝿してい主す桂子鐙陳を旦自決盤の侵害で

す 私)ええ、告訴状に書きたいんです。隠さないで下さいこ 反P4上(サトウ)ええ、先ほどもお

話しましたけれども、特に伝える必要は有りませんのでo,」連理とちまき出世しまり蚕遅行道理」墓∠

二出ピー薗議を無趨_無榎_職責教護_三重の信義旦蛙反_前項と同じ

時系列的事実経過

旦「ZO150501午後に前橋市大手町3-2-1所在の前橋地検・ -階ロヒ二のオープンスペースでトミサ

ワに面会し、狙馨脅迫事件の被害を説明(甲子18)したところ、:「脅迫はと卓かく殺人未遂としては立件

の余地はありそう・です:本日の内容は担当検察官には報告して帥
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.201i7工031革57(甲1〉 i前橋地検一階の被害者支援室にお音いて、タカ六シとイチカワは以下の①へ庭

の対応をしました。

①鮮許可をめぐって威力を示したこと

最初にタカハシが録音する理由を訊いたので、第一目的は薗垂録だが旦旦堕の意味もある、蜜蔓

嘩例が有るからだ、と説明したのに、そ
の事件性には触れずに「我々検察が信用できないのか?lと更に10回ほど執拗に同趣旨の発言を繰

り返しました。

また「そんなに検察が信用できな岬二度も言いました。
②論理のすり替えと虚偽の発言を行ったこと

タか、シは告訴状の不備を理由に、まだ事件性を判断する段階ではない言と断言しました。

この発言は告訴状の完成基準棚えです。
iまた、私が生命の危機とその警察組織による隠蔽を訴えていたのは明らかであり、国民の生命を犠

牲にして成り立つ国家はありえないことからこ この発言は虚偽です。

③事件性の判断を回避し続けたこと

包囲網を信じようとしない彼らの為に、この日初めて被害届2017と蓋然性倦怠性)一覧表を使って

説現しましたが、タカハシは根拠にはなりえない多数の詭弁を繰り出して事件性の判断をひたすら’

回避しました。これに対し私ば蓋然性一覧表の各事象の慈恵性の高さは単独で充分であるから、

農 それらを総合した場合に包囲網の実在に疑いは無いこと、事件性の判断は捜査機関の役割であるこ

二 と、数字への反論は数字で示すべきこと、他に動機の説明がつかないこと、などの懇意性を強調し

∴∴へ∴ご て抗議し、事件性の判断を迫りました。

脅迫殺人の懇意性について詳しく説明しました.サワダの否認の件について何度も強調しました。

④告訴状を根拠無く受理拒否したこと

告訴状にいくつか不備類型が有ることを理由に、郵便局貴の私文書偽造と住居侵入については何-

つ不備の指揃をしないまま同一視し全てを差戻しました。

⑤一回自(甲2- 私が20171114 15‥00に前橋市大手町3サ工所在の前橋地検一階にて提出した被害

届20ユ8と告訴状7通を被告訴人らは20171220付簡易書留便で不当な文面で差戻しました五

⑥二日目(甲3)私が20180117・15‥00に前橋地検にて提出した被害届幻18.と告訴状5・通を被告訴人

らは20180130付簡易書留便で⑤(甲2)と同じ文面で差戻しま上皇」

⑦三回目伸4)私が20180205 15;00に前橋地検にて恵出した被害届2018と告訴状1通を被告訴人

らは2018p208付簡易書留便で⑤(甲2)∴と同じ文面で差戻しましな

⑧20180216 15:00頃唖
応をしましたn

l 、甲6の抗議書面の中で以下の理由を挙げて早期の捜査着手を要請しましたが、この会見では合

理性の有る回答は架かった。 ①各告訴状の事実経過欄や②個別に明確な違法行為蘭などから罪名に

掲げた犯罪が推定できるはず、 ③公益の侵害が強く懸念されるはず ④切実な生命の危機を訴えて

いるので反射的利益を超えて、.生存権の侵害に当るはず ⑤検察官の職権認知の要請に違背するは

圭 したがって、 ⑥まだ事件性を判断する段階ではない、とする段階論にも、:⑦一部の罪が要件事

実を満たしていても捜査に着手しないこと:にも正当性は無い
’i’
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2棚
3 事件性の判断を求めたが、この日も詭弁を駆使してひたすら回避した

4 、警察組成の職権濫用による脅迫と隠蔽であるとする私の基李的主張を承知のうえで群馬県警

本部長に監督責任では不適当だの具体的犯罪事実が無いだのと詭弁を用いて告訴状を否認した

組織犯罪である以上は全員が正犯もしくは共犯ですからいずれも失当です。

⑨四回目(甲7)私が20180216 15朝揃橋地検にて提出した被害届2018と告訴状1通を被告訴人

らは豹1802ク6付簡易書留便で⑤伸2)と同じ文面で差戻しました.

⑩20180319 13:28(甲8)に前橋地検において、私が被害届2018と告訴状AへL計l2通を提出しよ

うとしたところ、タカハシは「-旦告辞状を提出したら検察からの連絡があるまでは追加や差蕾を“臆しな用・
臆また犯罪事実が特定されていないという不備が残っているか否か訊ねたのに無視しました。

⑪五回昌子(甲子10):私が20i80409 14:58伸9)言に前橋地検で提出した被害届2018と告訴状12通に甲子15)を被告間
⑫20180720 13:23 (甲子12):前橋地検一階の被害者支援室町
をしました∩

私が抗議文書「20180720前橋地方検察庁・告訴告発担当の不当な対応に対する抗議し(甲11)を提示

して抗議し、 ,I速やかに各告訴状の事件性を認識してください、, Ⅱ差戻し岬、て不備

箇所をはっきり示してください、という二つを要請したのに対し、いずれにも応じる事無くまた

何ら反論をせずに、とにかく全て預かって検討し直してみる・と言い張り続けたため∴⑪と全く同じ

・《 ものを再提出しました。また、二人が止めるのを振り切って脅迫酬告
∴

∴訴状B)、:人権相談所(告訴状工」の事件性を読み上げ、:確率数字で強調しました。

⑬六回目(甲13)私が20180720 13:23(甲12)に前橋地検で提出した被告届2018と告訴状12近く=

甲15)を被告訴人らは2018P731付筒易害留傍で⑤(申2)と同じ文面で差戻しましたの

⑭20180802 10: 30 (甲子14):私の自宅(群馬県利根郡みなかみ町上牧3158-1)から前橋地検への通話に

おいて、被疑者不詳①とサトウとイチカワは以下の対応をしました。.

工 組織の長への取次ぎの申出を妨害したこと

不当性への抗議を無視して不当な差戻しを恒、
囲誰調整匪

∴

h

悪的題囲遊園副因困西国回国堕国昭昭魅諾ヨ腫 堅固函 膿語間

嘩恥、て妨害したこと
貴方がたの告訴であるから、適法への期待可能性が無いので、つまり、きちんと他部署に引き継ぐ

∵ 国昭畷掘園 田圃暖国閣 議四駆重囲粥 振細田田圃 腫四 隅器関頭田園田園
∵

捜査機関に内部牽制の体制(窓口)が無いことは考えられませんから虚偽の発言と思われます。葛

3臆臆理由を告げて上司の担当検察官の名前の告知を要諦したのに無視して告訴を妨害したこと

⑮料が201さ0803付で簡易書留便で提出した被害届2018と告訴状13通等(甲・15十甲16)を最高検察庁: ・廟
以上
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’(別紙)

M準備書面(1)

本書は、被告の令和2年l月17目付け準備書面(l)に対し、包括的に反論するとともに、被

告の白痴化答弁を打破すべく、焦点を絞り・ます。

第1被告の答弁は、公然たる侮辱(人格否定)であり、犯人隠避です

既提出の具体的摘示を無視して∴認否せずに否定のみであり、擬制自白です。

言い換えると、不当な受付拒否ではないことの抗弁事実を示しておりません〇

第2 故意または過失であり、法律上保護された利益の侵害です

後述の通り、いずれも私の告訴を不当に受付拒否し、抗議をも無視し、妨害しました。

これらは職務上の故意または過失なので、法律上保護された利益の侵害です(甲21号書証)。

本件は、・訴えた被害(包囲細こよる加害)が、 ①公益の侵害であること、 ②生命の危機の緊急

∴ ∴二二藷嘉藷認諾嵩詰謹話続を受ける権利(親13、ノ○ ○ヽ

∴∴《∴{ また、当り前に、

被告の最高裁判例は、 について

であり、公序良俗(民法90条)違反です。

であり、甲21号の判例こそが、その真意です。

第3 被告の判例は、ケースが異なるので失当です

まず、私の場合は完全に無視されたケースですが、摘示の判例は違います。

次に、私は切実な生命の危機を訴えていましたが、指示の判例は違いますo

なお、脅迫殺人(A唐件や猟銃脅迫(B惇件などから、生命の危機と言えます。

第4・各県警同様、理由を告知しない不当な受付拒否(手続妨害)です

裁判所や検察庁や警察など、国家権力を直接行使する機関には、暗黙の社会的要請として、

藍に合理性が求められていることは、人権の歴史から考えても当然です。 、

警察の場合は、権力の濫用の予防という各根拠法の立法趣旨からも、

麹からも・、理由も示さずに被害の訴えを無視することが許されないのは当り前です。被萱廟習的な、理、
虫を告知しない受付拒否と言え、個人の生命、身体、財華の保護や、犯罪の予防など(警察

法2条)の職責に因る、予見可能性に塞く結果回避義務違反であり、且遮盤や生命に対する

盤型や適正な手続を受ける権利(いずれも憲法13条)や、平等権(憲法14条)の侵害です。 、言い換えると、故意棚
また、,不合理な判断は、既述の他、刑訴法189や239条2、犯罪捜査規範第4へノ軍書臆条への違反
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であり、告訴状の受理拒否は、 や刑事訴訟法第242条への違反です。

検察庁の場合も、理由も示さずに被害の訴えを無視する.ことは許されません。これらは、華子廟、薗
盟剋違反を経験則違反に掠り代えているので経堂到達度に困る輪理則違反と言えます。

しかし、壁法蛙が無い垂垂理由(合理的根拠)も要らなと、という.ことにはなりません〇

二の輪理則違反こそが、包囲網が一貫して行って来た、・狂気の倒錯と言えます。

第5 予見可能性に塞く結果回避義務違反です

たとえ私の告訴状に不備が有ったとしても、単監理出物主税即、ら、将来的に掲げた犯罪を

構成しうる事件であることが職権探知できたはずですから、 「まだ事件性を判断する段階で

はない」との論理を振りかざして、事件性の判断を回避し続けたことは、華査機関としての

預庇であり.、不明瞭な同一文面での、延べ七回の差戻臆しは、起蹄独占機関としての韻症であ

り、いずれも告訴の妨害であり、被害の継鐘への予見可能性に塞く結果回避義務違反です0

捜査機関として、事件事務規程第3条や刑訴法230、 239無音2、 261・条牢どへの違反です。

起訴独占機関として、不起訴理由の告、知の拒否(甲l、叢遮、刑訴法261粂違反です〇

第6 子未だ事件性を判断する段階ではない」は虚偽であり差別です

∴ これは「私の告訴状が未完成だから、完成するまでは事件性を判断しな叫という趣旨であ

ったことは、会話の流れなどから明らかですが、その論理を敷術するならば第一に、告訴

{●状が未完成である限り、誰岬は自明であり、第二に、それでは繋
・盈勘こ対応できない為、捜査機関として成り立たないことや、第三に:被害届だけから捜査

酬有ることから、整理破綻してお卑私への差別的取扱なのは自明です。
また、 「告訴状が完成するまでは事件性を判断しない」ことの根拠は無い(甲5号反約書の

壁主上釣と明言しながら、、私への適用理由や適用基準を示さなかったことは論理則違反です〇

第7 不明瞭な同一文面での、延べ七回の差戻しは欺岡であり差別です

」告訴毒突が不明瞭圧の表現だけでは不明瞭過ぎて亜踵出こ等しく、不備箇所も不備類型榊。
また、私の場合は:最大:12告訴状で55罪に及ぶ為、何の手掛りも無いまま全.てを一から見

直すのは大変な無駄であり、婁実滞]題として、:岬ません。
更には後述の通り、その過度漠然性に重度も抗議したのに、改めなかったこむま狂気です。

言い換えると、春草に不備が千㌢空虚隼では空、のど竺聖二町る誓碧さ
査むということですから、登理則連星であり、著しい信義則違反であり、 A盤侵害ですb

また、提出から差戻しまでには、平均1か月前後の期間を徒過しますから、足し上げると、

生色睡千当該事件の時効が進行し、その後の訴訟活動上の選択肢が減るなどの機会損失によ

至蓮華が膨らみます。

これらを総合すると、過壁邁然性ゆえに無効な指摘なので、程度問題として、手続目的たる

宣轟の妨害であり、この差戻書は無効です。臆
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第8 不法行為を以下のように訂正し、一つに統合します

既堤出の通り、前畢地方検察庁ゐタカハシ、イチカワ、サートウ、トミサワと、輔検察庁の
被疑者不詳は、共謀して、その職権を濫用して、」主軸

事件性の判断を先送りし続けたり(本書の第6)●、私の再三の抗議を無

して、不明瞭な同一文面で、延べ七回の告訴状差戻しを強行した,り(本書の第7)、被害者

支援相談員トミサワが私の猟銃狙撃脅迫の被害の訴えを隠蔽したり、 の理由の の

要請を無視したり、虚偽の理由によ:岬害した’り、抗告の要請を
塞彊したり、上司の検察官の氏名を教えず隠避したり、後述の不当な発言の数々を重ねたり

して、虚偽や欺岡や詭弁を多用し、その抗議も無視して、実質的に、不当に受付拒否し、私

の告訴を妨害しました。

言い換えると∴訴えた犯罪を否定する合理的根拠を、常に示しておらず、.常習的な、理由を
告知しない不当な受付拒否と言え、軽験則違反に困る論理則違反です。

これらの対応は、全体の態様として手続妨害であり、その不当性が著しい為に、程度問題と

して、著しい信義則(民法1条)違反であり、公然たる侮辱(個人の尊厳の躁師)であり、盤亘

臆と訴え内容の高度の事件性に因る、予見可能性に塞く結果回避義務違反であり、自決権や適

正な手続を受ける権利(いずれも憲法13条)や、平等権(憲法14条)の侵害であり、公庄良俗

蛙転90条)違反であり、彼主の職務上の過失または過失であり、盃珪往為です。

これらによって私は,、著しい屈辱や恐怖などの精神的苦痛を受けました。

第9 不法行為の基礎事実の補足

1タカハシとサトウが「未だ事件性を判断する段階ではない十旨の虚偽を用いて差別し

互こと(発言5・ 131.18博美経過④章⑧」⑫十本串の第6に既述の通りです。

_呈喜一抗議を無視した、不明瞭な同二文面での、延べ七回の差戻し(発言11, 12, 16卓実経過

⑯二⑨,⑪へ⑬,⑮,甲,2-甲7,甲10へ甲13,甲15→申出 本書の第7に既述の通りです。

返戻者広一回目から四回目はタカハシとイチカワ、五回目と六日目はサトウとイチカワ、

七回目は最高検の被疑者不詳です:

⑤20171114工5:00前橋地検にて告訴状7通他、 20171220付で郵送差戻(一回日章・甲2)。

⑥2018肌7 15事0前橋地検にて告訴状5通他、 20180130付で郵送差戻(二回目,甲3)。

⑦20180205 1ち:00前橋地検にて告訴状1通他、 20i80幻8付で郵送差戻(三回自,甲4)。

⑧20180216 15:’00頃(甲5)、前橋地検にて書面(甲6)で抗議

⑨20180216-15‥00前橋地検にて告訴状1通他、 20180226付で郵送差戻佃回目,甲7)。

⑪20180409 14:58前橋地検にて告訴状12通他(甲9)、 20180531付郵送差戻(五回目,甲10)。

⑫20180720 13:23(甲工2)、前橋地検にて書面(甲11)で抗議

⑬20180726 13:23前橋地検にて告訴状12通他(甲15)、2018073す付郵送差戻(六回目,甲13)。

⑯20180803付簡易書留にて告訴状13通他(甲15十甲16)、最高検察庁の被疑者不詳は、

20180814付で簡易書留で差戻(七回目,甲17)。

3 トミザワが猟銃脅迫事件(B)-の被害申出を無視したこと(事実経過0,甲18,甲19)
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《

(

一
へ

「殺人未遂の余地を感じるので、担当検察官には報告する」との約束を反故にしたこと。

甲1反P18下でトミザワが、′ 「私は検察庁の職員じゃないので。」 (発言ユ0)と答えており、

私を既知であること(面会事宍)を証明しています

また、私から同庁のタカハ予への通話(甲19)で本件の消息を訊ねたのに無視しましたo

4:タカハシとサトウが不起訴理由の告知の要請を無視したこと:(発言ふ21,事実経過⑭)

告訴状不受理の直接的控制が無い為、不当な不起訴処分として理由の告知を要請しました。

つまり、刑訴法261条違反であり、準畢訴手続(付審判)への移行を阻止する狙いです。

5 前橋地検サトウと被疑者不詳が抗告要請を無視したこ臆と音盤言22,23,事実経過⑫,⑭)

6 虚偽の理由により、自らの告訴と内部牽制を妨害したこと(発言24,25-26-事実経過⑭)

イチカワとサトウ。彼らの告訴状を本人達に渡しでも、きちんと他部署に引き継ぐことが

期待できません(適法への期待可能性が無い)し、捜査機関に内部牽制の体制(他の窓口)’が無

いことなど有り得ませんから、虚偽です。

7:サトウが上司の検察官を隠岬
告訴目的と告知して、氏名を訊ねたのに、 「伝える必要は無い」

8 以下の、不当な’発言の数々を重ねたこと(★は違法性が高い)

タカハシ、イチカワ、サトウ、トミザワ、前橋地検の被疑者不詳

会話の詳細は、各反訳書や、平成年12月20目付け補足説明書に記述の通りです。

甲1号反約書(事実経過①から④、 2017工031 14:57前橋地検(群馬県前橋市大手町3-2-1)

一階での、私とタカハシ、・イチカワとの会話)

臆l★ (甲,l反Pl上、 P15上、タカハシ)説明を無視して:「検察が信正勘、のか?」二と再

三繰り返したことば無意味な愚問 盛五盈迫l経幽遠反 論理則違反 車伴性の無視

2 .(甲l反P5下、タカハシ)タクシ∵営業柚亡)の
したこと 超稀有な決定的現象が一目10回以上数年。 経験則違反

3★ (甲1反P8中、タカハシ) 「事件性を判断する仕事ではない」旨は虚偽

職責放棄 信義則違反 公序良俗違反

4★ (甲1反P9中、タカハシ)堤示した数字の根拠を訊ねておきながら、自らは頑なに半

断を示そうとしない欺瞞 検察が判断すべきことi職責放棄 論理則違反 信義則違反

5★ (甲ユ反P11下、.タカハシ) 「未だ事件性を判断する段階ではないl旨は虚偽

既述の通り 職責放棄 信義則違反 公序良俗違反

臆6★ (甲1“反P12下、 P20中、タカノヤ)告訴状不受理理中の告知要請を無視したこと

控制への移行の妨害 刑訴法261条違反 告訴妨害,信義則違反 公序良俗違反

ユニ上里1反P15上、タカハシ)警視庁サワタが、管轄署内での、包囲網の摘発と脅迫殺人?

真相究明の要請を隠蔽した事件性を無視 藍盤 経験則違反 信義則違反 公序良俗違反

臆宣十(甲1反P15中、 P頂下、 P20中、タカ六シ) 「信用できないのに、なぜ検察への告辞酬間 選択の余地の無い起訴独占機関 車伴性を無視

魔力盈迫 職責放棄 人権侵害 信義則違反・公序良俗違反

9 伸l反p17上、中、下、タカハシ)脅迫殺人(無視された被害届と叔母の変死との関連)
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の事件性を無視 職責放棄 基盤.経験則違反 薗理則違反 信義則違反 公序良俗違反

ユ0」甲1反P18下、ト:ミザワ)私は検察庁の職員じゃないので。既知の証明

告訴妨害 域責放棄 隼墓則違反 公序良俗違反

申5号反約書情実経過⑧、 20180216 15:00頃前橋地検二階での、私とタカハシ、イチ

カワとの会話)止血軸上一望旦悪 事伴性を無視

職責放棄 人権侵害 信義則違反 公序良俗違反

12★臆」告訴事実を満たしている罪が有るのに、轟壷を始めない理由」を訊ねたのに、 (甲

5反P7中、タカハシ) 「それはイマイさんのお考えですよね?」との無意味な言葉を三度重

したこと 本当に不備が有るのか?と訊ねているのに、

示さなかったこと 無塩.論塑旦睦遍 職責放棄 A権侵害∴信義則華反 公序良俗違反

ェ3★ (甲5反P8中、.タカハシ) 「告訴状の完成までは事件性を判断しない†根拠は無いと

答えながら、:適用した理由ないし適用基準を示岬 ノ

基盤 静埋則違反 攫責放棄 人権侵害 信義則違反 公序良俗違反坦両
職責放棄 論理則違反 A橿侵害 信義則違反醜
15 (甲5反Pll上、タカハシ)軸三富を重ねた
三上.懸賞放墓 論理則違反 ム権侵害 信義則違反 公序良俗違反

甲12号反約書(事実経過⑫、 20180720 13;23、前橋地検一階、私とサトウ、イチカワと

の会話) /

と

±蛙 不備箇所が特定できないという抗語を認めようとしないまま、 (甲12反P2中、イチ

ヵヮ)∴ 「それイマイさんのお考えですよね?十との無意味な榊言と
るのか?と訊ねているのに、塑旦ないし不備箇所を示さなかったこと

宣避妊室藍擾論理則違反避責塵塞△盤侵害・壇義則違反公序良俗違反

旦臆臆堂祝庁による被害届の無視の事件性の見解を訊ねると、 」雪上2_戸望下車トウ) 「そ

塑遭まあ、イマイさんの考えと、」との無意味な言葉を重遼一軍局無視したこ.と

越董盤塞 論理則違辱 経験則違反 亀義則違反 公序良俗違反

出し喧迫殺人を力説し見解を問うと、 (甲12厚千5上サ平⊥惟辛の準をする段階じ

主軸慨述の通り 盤董起藍住義則違反公序良俗違反・坦臆面
基盤 論理別違反 経験則違反 公序良俗違反

狙」聖書ユ2反P5上、 、サトウ)人権相談所の違法性を、無盤上た三上

基盤 論理則違反 経墜則違反 公序良俗違反

止反P6中、サ匝)年賦宇野一宇竺撃たのに鯛したこと
差戻しへの抗議を無視 論理則違反 信義則違反・雌
準起訴手続などの控剋二の移行の妨害 剋謹圭261条違反 宣遼姓室
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22★ ・(申12反P7上、サトウ)抗告の要請を無視し臆たこ土

盛彊 論理則違反 A撞侵害 公序良俗違反

甲14号反約書(事実経過⑭、 20180802 10:30、私の自宅(群馬県利根郡みなかみ町上牧

3158-1)から前橋地検のサトウとイチカワとの通話)

23★ 岬14反p工上校換手(被疑者不詳)が、抗告の要請を無視したこと 前橋地検皐の

見解を問う為と告知済 基盤登壇則違反△撞侵害圧義則違反 公序良俗違反

24★ 伸上4反P2中、イチカワ)貴方がたの告訴なので」里方かたに渡しても内部

ならないから二言他部署の者と代れと要請したのに、頑岬

圭韻書基盤経幽遠塵論理則違反A盤侵害信義則違反.公序良俗違反
25★ (甲14反P3上、サトウ)貴方がたの告訴なので貴方がたに渡しても内部窒岬帥上
告遼姐室基盤経登別違屋論理則違反壁書信義則違反公序良俗違反
宣6★ 仲14反P3下、サトウ)非常時対応を含め、他のル三上畦無いと虚を言ったこと

告誼姓室基盤登聾則違反人種侵害 信義旦墟塵醜童画摘葺け剛酬土壁酸基喜
盛返 論理則違反 信義則違反 A盤畳萱 金星良俗違反

第10 ’港令の.指示

栓塞の理念より撃粋

1国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき責務を自覚し,連合を遵

守廟堂を旨として,公正誠実に職務を行う。
2基杢的人権を萱重工,刑事手続の適正を確保するとともに,刑事手続における裁

判官及び弁護人の担う’役割を十分理解しつつ,自らの職責を果たす0

第1章 事件の受理(受理手続を行う場合)第3条 事件の受理手続ば次の場合に行

う。 (4)臆臆臆検察官が告訴,告発,自首又は請求を受けたときe

曲事訴訟法よ臆り抜鞋 第230条 犯罪により害を被った者は、告訴をすることができる。

第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。

02 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をし

なければならない。

第二百六十一条 検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について公訴を提起しない処

分をした場合において、宣蹄人、告発人又は諦求人の請求趨通÷き’は、速やかに告訴人し

生壁△又は請求人にその理由を告げなければなら五山
・

第11証拠の追加 甲21号書証と証拠説明書を追加します

以上
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